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(1) 旅館　　　　　　                              　　　　　              　　　　　旅館の例 
様式第１（第３条関係）（表面） 

 
特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書 

 
①　令和○○年○○月○○日 

 
宮崎県知事　　　　　　　殿 
 
 
                                                      ○○市○○町○丁目○－○ 
                                     ②  届出者       ○○株式会社         
                                                      代表取締役　○○○○    　 
 
 
　水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定によ
り、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

   

工場又は事業場の名称　③ ○○旅館 ※整 理 番 号

    

工場又は事業場の所在地④ ○○市○○町○丁目○－○ ※受理年月日       年　　月　　日

    

 特定施設の種類　　⑤ ６６の３　イ ちゅう房施設　　ハ 入浴施設 ※施 設 番 号

 

 

 有害物質使用特定施設の該当の有無      ⑥ 有 □　　無 ☑ ※審 査 結 果

 

第 △特定施設の構造    別紙１のとおり。 ※備　　　考

５

条 △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の  別紙１の２のとおり。

第 場合に限る。）

１

項 △特定施設の使用の方法    別紙２のとおり。

関

係 △汚水等の処理の方法    別紙３のとおり。

△排出水の汚染状態及び量    別紙４のとおり。

△排出水の排水系統別の汚染状態及び量    別紙５のとおり。

△排出水に係る用水及び排水の系統    別紙６のとおり。

 有害物質使用特定施設の種類

第

５ △有害物質使用特定施設の構造    別紙７のとおり。

条

第 △有害物質使用特定施設の使用の方法    別紙８のとおり。

２

項 △汚水等の処理の方法    別紙９のとおり。

関

係 △特定地下浸透水の浸透の方法    別紙10のとおり。

△特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統    別紙11のとおり。
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　様式第１　（裏面） 

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定 □有害物質使用特定施設 

 施設の別 □有害物質貯蔵指定施設

 

 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙12のとおり。

第 定施設の構造

５

条 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙13のとおり。

第 定施設の設備

３

項 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙14のとおり。

関 定施設の使用の方法

係

△施設において製造され、使用され、若しく    別紙15のとおり。

は処理される有害物質に係る用水及び排水の

系統又は施設において貯蔵される有害物質に

係る搬入及び搬出の系統

 

 

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指

　　　　定地域特定施設にあっては、名称）を記載すること。 

　　　２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用

特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。 

　　　３　有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。 

　　　４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。 

　　　５　※印の欄には、記載しないこと。 

　　　６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄

　　　　を設けること。 

　　　７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。 

　　　８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。 
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（記　載　要　領） 

 

①　届出年月日 

　　届出書を提出する日を記入してください。 

 

②　氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

　　届出者の氏名、住所を記入してください。法人の場合で届出者が代表者でない場合は、代表者か

　ら届出者への委任状（１通）を添付してください。 

 

③　工場又は事業場の名称 

　　特定施設を設置しようとする工場又は事業場の名称を記入してください。基本的には、排水処理

施設まで含めた「工場又は事業場」の名称となります※。なお、同一の工場又は事業場において

は、同一の名称を使用してください。 

 
 ※排水を他の「工場又は事業場」で処理する場合 
 　　「特定施設を設置する工場又は事業場」（特定事業場）の排水を、他の工場又は事業場の排水処理施設で処理する場

 合、その排水処理施設は特定施設（第74号）に該当します。

 

④　工場又は事業場の所在地 

　　特定施設を設置しようとする工場又は事業場の所在地を記入してください。 

 

⑤　特定施設の種類 

　　水質汚濁防止法施行令別表第１（参考資料100～110頁参照）に掲げる号番号及び特定施設の名称 

  を記入してください。 

 

⑥　有害物質使用特定施設の該当の有無 

　　水質汚濁防止法に規定する有害物質使用特定施設に該当するかどうか、いずれかの□にチェック

を入れてください。 

 

（注）１　第５条第２項及び第３項関係の欄については、該当ない場合は、斜線を引いてください。 

　　　２　届出書の内容チェックには、参考資料149～150頁の届出審査表を使うと便利です。 

　　　３　別紙５については、宮崎県は該当ありません。
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　別紙１                                                                　　　　　　旅館の例 

特定施設の構造 

工 場 又 は 事 業 場 に 
 
お け る 施 設 番 号

特定施設号番号及び名称   
 　６６の３号　イ ちゅう房施設 　６６の３号　ハ 入浴施設
                    ①

   
型　　　　式　　　　②   ３槽シンク　ＡＢ－１００   浴場（男湯、女湯各１箇所）

構　　　　造　　　　③   要部　ステンレス   要部　ステンレス

   
     Ｗ       Ｌ       Ｈ     Ｗ       Ｌ      Ｈ 
主   要   寸   法   ④   

  １８０㎝×６０㎝×１００㎝   １００㎝×８０㎝×７０㎝

   
能　　　　力　　　　⑤   １０食／回   男湯、女湯の浴槽各々５６０ℓ

   
配　　　　　　　　　置   別添第１図のとおり   別添第１図のとおり

   
設   置   年   月   日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

工 事 着 手 予 定 年 月 日   
   令和○○年○○月○○日   令和○○年○○月○○日
                    ⑥

   
工 事 完 成 予 定 年 月 日   令和○○年○○月○○日   令和○○年○○月○○日

   
使 用 開 始 予 定 年 月 日   令和○○年○○月○○日   令和○○年○○月○○日

そ　の　他　参　考　と 
 
な る べ き 事 項 ⑦

備　考　配置の欄には、特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。
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①　号番号、名称及び通称 

　　水質汚濁防止法施行令別表第１（参考資料100～110頁参照）の号番号、名称を記入してくださ　

　い。 

 

②　型　　式 

　　メーカー名と機種番号を記入してください。 

 

③　構　　造 

　　鋼鉄製、塩ビ製、木製等の区別を記入してください。 

 

④　主要寸法 

　　外廻りの寸法を記入してください。 

 

⑤　能　　力 

　　時間当たり、１回当たりの能力を記入してください。 

 

⑥　工事着手予定年月日 

　　届出の日（35頁①）から60日以後の日付を記入してください。 

　　60日以前に工事着工を希望する場合は、この欄に60日以後の予定日を記入し、別に「期間短縮

　願」（97頁参照）を提出してください。 

 

⑦　その他参考となるべき事項 

　　特定施設の数やその他参考となる事項を記入してください。 
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　別紙２                                                               　　　　　　 旅館の例 

特定施設の使用の方法 

工 場 又 は 事 業 場 に 
 
お け る 施 設 番 号

特定施設号番号及び名称   ６６の３号　イ ちゅう房施設   ６６の３号　ハ 入浴施設

設 置 場 所   別添第１図のとおり   別添第１図のとおり

操　業　の　系　統　①   別添第２図のとおり   別添第２図のとおり

使 用 時 間 間 隔 ② ８時～９時、12時～13時、18～19時   19時～21時 

   
１日当たりの使用時間③   ３時間   ２時間

     
使 用 の 季 節 的 変 動 ④   なし   なし

  

原材料(消耗資材を含む) 洗剤　　　食洗機に投入　50ml／日   石けん　　　　　　　  50g ／日 
の種類、使用方法及び１ 肉、魚、野菜　調理使用　３㎏／日              
                             シャンプー　　　　　 100ml／日 
日 当 た り の 使 用 量 白米      　　　〃    　２kg／日  
            ⑤、⑥、⑦   リンス　　　　　　　  50ml／日

 種類・項目 通　　常 最　　大 通　　常 最　　大
 
 ｐＨ 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6
 
 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 600 1,200 75 150
汚
水 ＳＳ（㎎／Ｌ） 20 40 30 60
等
の 大腸菌数(CFU/mL) 1,000 2,000 1,500 3,000
汚
染
状
態
⑧

汚   水   等   の   量 通　　常 最　　大 通　　常 最　　大
 

（ｍ3／日）⑨ 0.3 0.5 1.2 1.5

そ　の　他　参　考　と          
  

な る べ き 事 項 ⑩         

備考　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項につい

　　て記載すること。    
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①　特定施設を含む操業の系統 

　　フローシート等で表してください。余白の部分に書ききれないときは別図としてください。 

 

②　使用時間間隔 

　　特定施設の平均的な使用時間間隔を記入してください。 

 

③　１日当りの使用時間 

　　特定施設を使用する１日当たりの平均的な時間を記入してください。 

 

④　季節的変動の概要 

　　特定施設の使用時間に季節的な変動がある場合は記入してください。 

 

⑤　使用原材料の種類 

　　特定施設を含む作業工程で使用する原材料の名称を記入してください。有害物質を使用している

　場合は、必ず記入してください。 

 

⑥　使用方法 

　　特定施設における原材料の使用方法を記入してください。 

 

⑦　１日当りの使用量 

　　原材料の１日当たりの平均的な使用量を記入してください。 

 

⑧　汚水等の汚染状態 

　　各特定事業場の該当する排水基準の項目について、各特定施設ごとに汚水の処理前の水質を記入

　してください。使用有害物質等による汚水が発生するおそれがある場合は、それら有害物質の濃度

　について記入してください。 

 

⑨　汚　水　量 

　　通常の使用時における各特定施設の日間平均及び最大の汚水量を記入してください。季節的な操

　業を行う業種については、操業期間中についての水量を記入してください。 

 

⑩　その他参考となるべき事項 

　　原材料の商品名や特定施設の付帯設備等参考となることを記入してください。 
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　別紙３                                                               　　　　　　 旅館の例 

汚水等の処理の方法 

工 場 又 は 事 業 場 に 
 
お け る 施 設 番 号

処理施設の設置場所  別添第１図のとおり  

設   置   年   月   日      年　　月　　日      年　　月　　日

工事着手予定年月日①  令和○○年○○月○○日  

工事完成予定年月日  令和○○年○○月○○日  

使用開始予定年月日  令和○○年○○月○○日

種 類 及 び 型 式 ②  合併処理浄化槽（G-1）  

構　　　　造　　　　③  ＦＲＰ  

主   要   寸   法   ④  ３×３×８ｍ  

能　　　　力　　　　⑤  ２０人槽  

処　理　の　方　式　⑥  嫌気ろ床接触曝気方式  

処   理   の   系   統  別添第３図のとおり  

集水及び導水の方法  別添第１図のとおり  

使 用 時 間 間 隔 ⑦  ０時～２４時

１日当たりの使用時間⑧  ２４時間  

使 用 の 季 節 変 動 ⑨  なし  

消耗資材の１日当たりの    
  固形塩素剤　滅菌　○○ｇ／日 
用 途 別 使 用 量 ⑩  

  通　　常 最　　大 通　　常 最　　大
 区　　　分 
 処理前⑪ 処理後⑫ 処理前⑪ 処理後⑫ 処理前⑪ 処理後⑫ 処理前⑪ 処理後⑫
 
汚 ｐＨ 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6
水
等 ＢＯＤ（㎎／Ｌ）    200     10     400      20  
の
汚 ＳＳ（㎎／Ｌ）     15   　 5      30      10  
染
状 大腸菌数(CFU/mL)  2,000   　 0   4,000    　0  
態
及              
び
量               

                                      

量（ｍ3／日） ⑬   1.5   1.5   2.0   2.0                

残さの種類、１月間の種  
  余剰汚泥○○㎏／月 
類別生成量及び処理方法  
  外部業者に処分委託
            ⑭、⑮、⑯

排 出 水 の 排 出 方 法  別添第１図のとおり

その他参考となるべき事項 
 
　　　　　　　　　　⑰

備考　１　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項に

　　　　ついて記載すること。 

　　　２　排出水の排出方法の欄には、排出口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。    
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①　工事着手予定年月日 
　　39頁の⑥を参照してください。 
 
②　種類（名称）及び型式 
　　汚水処理施設が２つ以上ある工場又は事業場においては、各処理施設ごとに②～⑰を記入してく
　ださい。 
　　型式は、メーカーでの呼び方を記入してください。 
 
③　構　　造 
　　鉄筋コンクリート製等、その材質を記入してください。 
 
④　主要寸法 
　　主要な装置の外寸、容積等を記入してください。 
 
⑤　能　　力（ｍ3／日） 
　　１日当たりの最大処理水量を記入してください。 
 
⑥　処理の方式 
　　活性汚泥法、加圧浮上法、凝集沈でん法、活性炭吸着法等、処理方式を具体的に記入してくださ
　い。 
 
⑦　使用時間間隔 
　　通常の操業時における平均的な使用時間間隔を記入してください。 
 
⑧　１日当りの使用時間 
　　通常の操業時における１日当たりの平均的な使用時間を記入してください。 
 
⑨　季節的変動の概要 
　　使用に季節的変動がある場合はその概要を記入してください。 
 
⑩　消耗資材名及び用途別使用量 
　　処理施設で使用する消耗資材（中和剤、凝集剤等）の品名、用途及び１日当たりの平均的な使用
　量を記入してください。 
 
⑪　処理前水質 
　　処理施設に流入する汚水等（特定施設から排出される汚水又は廃液）について、工場又は事業場
　に適用される排水基準の項目の水質を記入してください。 
 
⑫　処理後水質 
　　処理前水質について記入した項目に関して、記入してください。 
 
⑬　汚水等の量（ｍ3／日） 
　　処理施設で処理する通常及び最大の汚水等の量を記入してください。 
 
⑭　残さの種類 
　　余剰汚泥、スクリーンかす、沈でん物等汚水処理によって生ずる残さの種類を記入してください。 
 
⑮　生　成　量 
　　１か月当たりの残さの生成量を種類ごとに㎏／月の単位で記入してください。 
 
⑯　処理の方法の概要 
　　脱水後埋立て、処理業者に委託、焼却等処理の方法を具体的に記入してください。 
 
⑰　その他参考となるべき事項 
　　委託する処理業者名、埋め立てる場所等参考となることを記入してください。
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  別紙４                                                         　　　　　　　　　 旅館の例 

排出水の汚染状態及び量 

   
   

工 場 又 は 事 業 場 に   
   排水口Ｎｏ１   排水口Ｎｏ２
お け る 施 設 番 号

 種類・項目 通　　常 最　　大 通　　常 最　　大

 

 ｐＨ 5.8～8.6 5.8～8.6

 

 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） １０ ２０

排

出 ＳＳ（㎎／Ｌ） ５ １０

水

の 大腸菌数(CFU/mL) ０ ０

汚

染

状

態

①

     
 通　　常 最　　大 通　　常 最　　大
 
排   出   水   の   量 

     
（ｍ3／日）②     

2.0 2.5 ０ ０

  雨水のみの専用排水口

そ　の　他　参　考　と 

な る べ き 事 項 ③

備考　排出水の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項につい

　　て記載すること。     

 

 



- 45 -

①　排出水の汚染状態 

　　排水基準が定められている事項のうち、通常排水口から排出されるものや排出されるおそれがあ

るもの（特定施設において使用等している物質や副生成等により存在すると推定される物質を含み

ます。）について、排水口ごとに、排出水の水質を記入してください。 

 

②　排出水の量（ｍ3／日） 

　　排水口ごとに記入してください。 

　　雨水専用排水口については、日間平均排水量０ｍ3／日として記入してください。 

 

③　その他参考となるべき事項 

　　雨水は排水量に含みませんが、雨水専用排水口があればその旨記入してください。 

　　雨水のみ排出する事業場については「雨水のみ排水」等と記載してください。 
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　別紙６                                                               　　　　　　 旅館の例 

用水及び排水の系統 

  
     　　　　　　　　　　　上水道2.5（2.0）                       

   
   

  
  

     　ちゅう房　　　　入浴施設　　　　洗面所　　　　トイレ 
       0.5（0.3）      1.5（1.2）      0.1（0.1）    0.4（0.4）         

   
   
   
   

         
   
   
  

用水及び排水の系統  
  合併処理浄化槽 
      2.5（2.0）                             
                                   
 
 
 
      公共用水域に放流 
 
 
 
 
  ※　数字は、最大水量（ｍ3／日）（通常水量（ｍ3／日））

 用　　　　　途 使　　用　　水  用水使用量（ｍ3／日）
 
  ちゅう房用水     上　水　道  　　　０．３ 
 
  入浴施設用水     上　水　道  　　　１．２ 
 
  洗面用水     上　水　道  　　　０．１ 
用　　　途　　　別 
  トイレ用水     上　水　道  　　　０．４ 
用　水　使　用　量

    

   

      

合　　　計        ２．０
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用途別用水使用量（ｍ3／日） 

　用水の最大使用量を用途別に記入してください。 

　排水されない水（ボイラー用水、原料用水、温調用水等）については、その旨を記入してください。 
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その他参考事項 
イ　参考事項 

  
  

 工 場 敷 地 面 積                 ８００㎡

  
  

 工 場 建 坪 面 積                 ５００㎡
 

                                   ①  
  

 操 業 時 間         ８　時　 ～ 　２１　時

  
  

 従 業 者 数               　○○　名

                                   ②  
  

 用 途 地 域         指　定　地　域　外

                                   ③ 
 
 主 要 製 品 名

                                   ④ 
 
 そ の 他

                                   ⑤  
 （氏名）代表　　○○　○○ 
 記 載 責 任 者  

  
（電話）○○○○－○○－○○○○

 （事務所名） 
                                   ⑥  
                
 設 計 事 務 所 等 （担当者）　○○　○○ 

  
 
（電話）○○○○－○○－○○○○

ロ　工場周辺の見取図（添付第　　　図のとおり）
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①　操業時間 

　　工場又は事業場の操業時間を記入してください。 

 

②　用途地域 

    都市計画法に規定する用途地域を記入してください。 

 

③　主要製品名 

　　製造業の場合は、主要製品名を記入してください。 

　　製造業以外の場合は、取扱品名等を記入してください。 

 

④　そ　の　他 

　　その他、参考となることを記入してください。 

 

⑤　記載責任者 

　　工場又は事業場における、この届出書の記載責任者名を記入してください。 

 

⑥　設計事務所等 

　　特定施設及び汚水処理施設関係を設計した設計事務所等の名称、具体的な内容の説明が出来る担

　当者名を記入してください。 

 

　※　その他の添付資料 

　　ｏ汚水処理施設の設計計算書 

　　ｏ仕　様　書 
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　　添付図の例 

第１図　(1) 特定施設の設置場所 

　　　　(2) 汚水処理施設の設置場所 

　　　　(3) 汚水等の集水及び汚水処理施設までの導水の方法 

　　　　(4) 特定事業場における用水及び排水の系統 

　　　　(5) 工場排水等の公共用水域への排水の方法

                                                                             

                                                                              雨水 

                                                                              排水口 

                                                                              Ｎｏ２ 

                                                                             

    

         トイレ・洗面      

                             水  

        

                         入浴施設      

              

                                   路  

     

        

        

      ちゅう房       

         

                   合併処理  

    浄化槽  

     処理水 

               上水道  2.5    排水口 

                      (2.0)   Ｎｏ１ 

  

  

  

  

＜凡　例＞　          

　汚　　水（赤）  　※　色分けして記入すること。 

　用　　水（青） 

　最大水量（ｍ3／日） 

　（通常水量（ｍ3／日））
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第２図　操業の系統図 
 
 
 
 
 
     　　　                      　　　旅　　館 

  
  
  
  

     
   宿泊客到着  ちゅう房  入浴施設           宿泊客出発
 
 
 
 
 
 
 
                              汚水　　　　　　　　　汚水 
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第３図　汚水等の処理の系統 
 
               
 
                  流　入 
 
 
                            
 嫌　気　ろ　床                                             

  
  
  

  
 嫌気第２ろ床  

  
  

  
 

             
曝　　気　　槽 曝　　気　　槽

 
 
 
 
 沈　　殿　　槽
 
 
 
 
 滅　　菌　　槽
 
 
 
                放　　　流

 
第４図　付近の見取図 
 
 
 
 
 
 
          公民館・

 
 ・○○郵便局
 
 
 
        ○○旅館

 
・ガソリン 
  スタンド



- 53 -

(2) 自動式車両洗浄施設                       　　　　　　　　    　　 自動式車両洗浄施設の例 
様式第１（第３条関係）（表面） 

 
特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書 

 
令和○○年○○月○○日 

 
宮崎県知事　　　　　　　殿 
 
 
                                                      ○○市○○町○丁目○－○ 
                                     　  届出者       ○○株式会社　　　 
                                                      代表取締役　○○○○　　　 
 
 
　水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定によ
り、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

   

工場又は事業場の名称 ○○給油所 ※整 理 番 号

    

工場又は事業場の所在地 ○○市○○町○丁目○－○ ※受理年月日       年　　月　　日

    

 特定施設の種類 ７１　自動式車両洗浄施設 ※施 設 番 号

 

 

 有害物質使用特定施設の該当の有無 有 □　　無 ☑ ※審 査 結 果

 

第 △特定施設の構造    別紙１のとおり。 ※備　　　考

５

条 △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の  別紙１の２のとおり。

第 場合に限る。）

１

項 △特定施設の使用の方法    別紙２のとおり。

関

係 △汚水等の処理の方法    別紙３のとおり。

△排出水の汚染状態及び量    別紙４のとおり。

△排出水の排水系統別の汚染状態及び量    別紙５のとおり。

△排出水に係る用水及び排水の系統    別紙６のとおり。

 有害物質使用特定施設の種類

第

５ △有害物質使用特定施設の構造    別紙７のとおり。

条

第 △有害物質使用特定施設の使用の方法    別紙８のとおり。

２

項 △汚水等の処理の方法    別紙９のとおり。

関

係 △特定地下浸透水の浸透の方法    別紙10のとおり。

△特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統    別紙11のとおり。
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　様式第１　（裏面） 

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定 □有害物質使用特定施設 

 施設の別 □有害物質貯蔵指定施設

 

 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙12のとおり。

第 定施設の構造

５

条 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙13のとおり。

第 定施設の設備

３

項 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙14のとおり。

関 定施設の使用の方法

係

△施設において製造され、使用され、若しく    別紙15のとおり。

は処理される有害物質に係る用水及び排水の

系統又は施設において貯蔵される有害物質に

係る搬入及び搬出の系統

 

 

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指

　　　　定地域特定施設にあっては、名称）を記載すること。 

　　　２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用

特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。 

　　　３　有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。 

　　　４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。 

　　　５　※印の欄には、記載しないこと。 

　　　６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄

　　　　を設けること。 

　　　７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。 

　　　８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。 
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　別紙１                                                              自動式車両洗浄施設の例 

特定施設の構造 

工 場 又 は 事 業 場 に 
 
お け る 施 設 番 号

   
特定施設号番号及び名称   ７１　自動式車両洗浄施設   

   
型　　　　　　　　　式   ＡＢ－Ｃ型   
　　　　

   
構　　　　　　　　　造   鉄鋼製   

    Ｌ      　  Ｗ  　　　  Ｈ  
主 要 寸 法 2100ｍｍ × 3000ｍｍ × 2800ｍｍ   
   

     
能　　　　　　　　　力   ８台／時   
　　　　   

   
配　　　　　　　　　置   別添第１図のとおり   

   
設   置   年   月   日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

   
工 事 着 手 予 定 年 月 日   令和○○年○○月○○日     　　年　　　月　　　日

   
工 事 完 成 予 定 年 月 日   令和○○年○○月○○日     　　年　　　月　　　日

   
使 用 開 始 予 定 年 月 日   令和○○年○○月○○日     　　年　　　月　　　日

そ　の　他　参　考　と 
 
な る べ き 事 項

備　考　配置の欄には、特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。
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　別紙２                                                              自動式車両洗浄施設の例 

特定施設の使用の方法 

工 場 又 は 事 業 場 に 
 
お け る 施 設 番 号

特定施設号番号及び名称   ７１　自動式車両洗浄施設   

設 置 場 所   別添第１図のとおり   

操   業   の   系   統   別添第２図のとおり   

使 用 時 間 間 隔   ８：00～20：00   

   
１日当たりの使用時間   １２時間   

   
使 用 の 季 節 的 変 動   なし   

原材料(消耗資材を含む) 　洗浄液　　　　　　　　0.5ℓ／日 
の種類、使用方法及び１  
日 当 た り の 使 用 量   ワックス              0.1ℓ／日

 種類・項目 通　　常 最　　大 通　　常 最　　大
 
 ｐＨ    5.8～8.6    5.8～8.6   
 
汚 ＢＯＤ（㎎／Ｌ）    　２０      ２５
水
等 ＳＳ（㎎／Ｌ）      １５      ２０
の
汚 油分（㎎／Ｌ）    　２．０      ３．０
染
状 大腸菌数(CFU/mL)      ３００      ６００
態

汚   水   等   の   量 通　　常 最　　大 通　　常 最　　大
 

（ｍ3／日） ２．５ ３．５

そ　の　他　参　考　と 
 
な る べ き 事 項

備考　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項につい

　　て記載すること。    
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　別紙３                                                              自動式車両洗浄施設の例 

汚水等の処理の方法 

工 場 又 は 事 業 場 に 
 
お け る 施 設 番 号

処理施設の設置場所   別添第１図のとおり   

設   置   年   月   日       年　　月　　日       年　　月　　日

工事着手予定年月日   令和○○年○○月○○日   　　年　　月　　日

工事完成予定年月日   令和○○年○○月○○日   　　年　　月　　日

使用開始予定年月日   令和○○年○○月○○日   　　年　　月　　日

種　類　及　び　型　式   油水分離槽   

構　　　　　　　　　造   鉄鋼製   

     Ｌ     　  Ｗ 　　　  Ｈ   
主 要 寸 法  

  500ｍｍ × 500ｍｍ × 800ｍｍ

能　　　　　　　　　力   ４㎥／日   

処   理   の   方   式   油水分離式

処   理   の   系   統   別添第３図のとおり   

集水及び導水の方法   別添第１図のとおり  

使　用　時　間　間　隔   ８：00～20：00   

１日当たりの使用時間   １２時間   

使 用 の 季 節 変 動   なし   

消耗資材の１日当たりの   
   なし   
用　途　別　使　用　量

  通　　常 最　　大 通　　常 最　　大
 区　　　分 
  処理前  処理後  処理前  処理後  処理前  処理後  処理前  処理後
汚
水      
等  ｐＨ 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6 
の      
汚  ＢＯＤ(㎎／Ｌ)   ２０  　５   ２５   １０ 
染      
状  ＳＳ(㎎／Ｌ)   １５  　５   ２０   １０ 
態      
及  油分(㎎／Ｌ)  ２．０  １．０  ３．０  １．５ 
び      
量  大腸菌数(CFU/mL)  ３００  ３００  ６００  ６００

量（ｍ3／日）  ２．５  ２．５  ３．５  ３．５

残さの種類、１月間の種   廃油　　　　　　　　　　　１０ℓ／月 
  

類別生成量及び処理方法   産業廃棄物処理業者に委託

排 出 水 の 排 出 方 法   公共用水域に排出   

 
その他参考となるべき事項

備考　１　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項に

　　　　ついて記載すること。 

　　　２　排出水の排出方法の欄には、排出口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。    
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　別紙４                                                              自動式車両洗浄施設の例 

排出水の汚染状態及び量 

工 場 又 は 事 業 場 に   

            排水口№１            排水口№２

お け る 施 設 番 号

 種類・項目 通　　常 最　　大 通　　常 最　　大

 

 ｐＨ ５．８～８．６ ５．８～８．６ ５．８～８．６ ５．８～８．６

 

排 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） ５ １０ ５ １０

出

水 ＳＳ（㎎／Ｌ） ５ １０ ５ １０

の

汚 油分（㎎／Ｌ） １．０ １．５ ０ ０

染

状 大腸菌数(CFU/mL) ３００ ６００ ０ ０

態

 通　　常 最　　大 通　　常 最　　大

 

排   出   水   の   量     

           （ｍ3／日） ２．５ ３．５ ０．２ ０．３

 自動式車両洗浄施設からの排出水 事務所及び場内からの排出水

そ　の　他　参　考　と

な　る　べ　き　事　項

備考　排出水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項につ

　　いて記載すること。    
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　別紙６                                                              自動式車両洗浄施設の例 

用水及び排水の系統 

  
      
       　　　　　　　　　　　  上水道3.8（2.7） 

  
  
  
  
  

           自動式車両洗浄施設　　　　　　事務所、場内 
                      3.5（2.5）           　　　0.3（0.2） 

  
  

               油水分離槽              　合併処理浄化槽 
  

用水及び排水の系統  
 
　　　　　公共用水域へ放流              公共用水域へ放流 
                     3.5（2.5）                    0.3（0.2） 
                      
       
 
 
 
 
 
 
 
  ※　数字は、最大水量（ｍ3／日）（通常水量（ｍ3／日）） 
 

 用　　　　　途 使　　用　　水  用水使用量（ｍ3／日）
 
   洗車用水     上　水　道       　２．５
 
   手洗い・散水用水     上　水　道       　０．２
 
       
用　　　途　　　別 
 
用　水　使　用　量

合　　　計   　　　２．７
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その他参考事項 
イ　参考事項 

  
  

 工 場 敷 地 面 積                 ９００㎡

  
  

 工 場 建 坪 面 積                 ３００㎡
 

                                     
  

 操 業 時 間         ８　時　 ～ 　２０　時

  
  

 従 業 者 数               　○○　名

  
  

 用 途 地 域         近　隣　商　業　地　域

                                    
 
 主 要 製 品 名

                                    
 
 そ の 他

                                    （氏名）所長　○○　○○ 
  

 記 載 責 任 者  
 （電話）○○○○－○○－○○○○

 （事務所名） 
                                     
                
 設 計 事 務 所 等 （担当者）　○○　○○ 

  
 
（電話）○○○○－○○－○○○○

ロ　工場周辺の見取図（添付第　　　図のとおり）
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　　　第１図　特定施設の設置場所等 

 

                 排水口No.2（事務所からの排出水。場内散水も合流）           用水系統（青線） 

 排水系統（赤線） 

          汚水溝の位置

               

                     合併処理浄化槽  

           事務所            

           

           自動式車両  

           洗浄施設  

           

               

          　　排水口No.1 

                                    油水分離槽 （自動式車両洗浄施設 

             給油設備 　からの排出水）

 

 

　　　第２図　操業の系統 

 

                                  自動式車両洗浄施設 

  

             自動車入車         自動車出車

 

 

                                       　 汚水 

 

 

      第３図　汚水等の処理の系統 

 

自動式車両洗浄施設 

 

 

                                       油水分離槽 

 

 

                                       　 放流 
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　　　第４図　周辺の見取図 

 

 

                                                                      　至  ×× 

 

 

 

 

 

 

                                                                         〒 

 

 

                                                                                   至  ■■川 

                                     □□川 

 

                                                                             至  △△ 

                             ○○給油所 
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(3) 養豚場                       　　　　　       　　　　　    　　　　　　          豚房の例 
様式第１（第３条関係）（表面） 

 
特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書 

 
令和○○年○○月○○日 

 
宮崎県知事　　　　　　　殿 
 
 
                                                       
                                     　  届出者       ○○市○○町○丁目○－○　　　 
                                                      ○○○○　　                
 
 
　水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定によ
り、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

   

工場又は事業場の名称 ○○養豚場 ※整 理 番 号

    

工場又は事業場の所在地 ○○市○○町○丁目○－○ ※受理年月日       年　　月　　日

    

 特定施設の種類 １の２ イ 豚房施設 ※施 設 番 号

 

 

 有害物質使用特定施設の該当の有無 有 □　　無 ☑ ※審 査 結 果

 

第 △特定施設の構造    別紙１のとおり。 ※備　　　考

５

条 △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の  別紙１の２のとおり。

第 場合に限る。）

１

項 △特定施設の使用の方法    別紙２のとおり。

関

係 △汚水等の処理の方法    別紙３のとおり。

△排出水の汚染状態及び量    別紙４のとおり。

△排出水の排水系統別の汚染状態及び量    別紙５のとおり。

△排出水に係る用水及び排水の系統    別紙６のとおり。

 有害物質使用特定施設の種類

第

５ △有害物質使用特定施設の構造    別紙７のとおり。

条

第 △有害物質使用特定施設の使用の方法    別紙８のとおり。

２

項 △汚水等の処理の方法    別紙９のとおり。

関

係 △特定地下浸透水の浸透の方法    別紙10のとおり。

△特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統    別紙11のとおり。
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　様式第１　（裏面） 

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定 □有害物質使用特定施設 

 施設の別 □有害物質貯蔵指定施設

 

 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙12のとおり。

第 定施設の構造

５

条 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙13のとおり。

第 定施設の設備

３

項 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙14のとおり。

関 定施設の使用の方法

係

△施設において製造され、使用され、若しく    別紙15のとおり。

は処理される有害物質に係る用水及び排水の

系統又は施設において貯蔵される有害物質に

係る搬入及び搬出の系統

 

 

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指

　　　　定地域特定施設にあっては、名称）を記載すること。 

　　　２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用

特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。 

　　　３　有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。 

　　　４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。 

　　　５　※印の欄には、記載しないこと。 

　　　６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄

　　　　を設けること。 

　　　７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。 

　　　８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。 
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　別紙１                                                                            豚房の例 

特定施設の構造 

工 場 又 は 事 業 場 に 
 
お け る 施 設 番 号

   
特定施設号番号及び名称   １の２　イ　肥育舎、分娩舎   １の２　イ　母豚舎

   
型　　　　　　　　　式   スノコ式   平床
　　　　

   
構　　　　　　　　　造   鉄骨スレート   木造トタン板

   ６ｍ×２０ｍ×２棟（肥育舎）  
主 要 寸 法    ４ｍ×７ｍ×１棟（分娩舎）
     ５ｍ×８ｍ×１棟（分娩舎）

   120頭×２棟（肥育舎）  
能　　　　　　　　　力    25頭（分娩舎）
　　　　   50棟（分娩舎）

   
配　　　　　　　　　置   別添第１図のとおり   別添第１図のとおり

   
設   置   年   月   日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

   
工 事 着 手 予 定 年 月 日   令和○○年○○月○○日   令和○○年○○月○○日

   
工 事 完 成 予 定 年 月 日   令和○○年○○月○○日   令和○○年○○月○○日

   
使 用 開 始 予 定 年 月 日   令和○○年○○月○○日   令和○○年○○月○○日

そ　の　他　参　考　と 
 
な る べ き 事 項

備　考　配置の欄には、特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。
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　別紙２                                                                            豚房の例 

特定施設の使用の方法 

工 場 又 は 事 業 場 に 
 
お け る 施 設 番 号

特定施設号番号及び名称   １の２　イ　肥育舎、分娩舎   １の２　イ　母豚舎

設 置 場 所   別添第１図のとおり   別添第１図のとおり

操   業   の   系   統   別添第２図のとおり   別添第２図のとおり

使 用 時 間 間 隔   00：00～24：00   00：00～24：00

   
１日当たりの使用時間   ２４時間   ２４時間

   
使 用 の 季 節 的 変 動   なし   なし

原材料(消耗資材を含む)  
の種類、使用方法及び１   配合飼料　時間給飼　２ｔ／日
日 当 た り の 使 用 量

 種類・項目 通　　常 最　　大 通　　常 最　　大
 
 ｐＨ
 
 ＢＯＤ（㎎／Ｌ）
 
汚 ＳＳ（㎎／Ｌ）
水
等 大腸菌数(CFU/mL)
の
汚 ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物 
染 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 
状           (㎎／Ｌ)
態

汚   水   等   の   量 通　　常 最　　大 通　　常 最　　大
 

（ｍ3／日） ○○ ○○ ○○ ○○

そ　の　他　参　考　と 
 
な る べ き 事 項

備考　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項につい

　　て記載すること。    
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　別紙３                                                                            豚房の例 

汚水等の処理の方法 

工 場 又 は 事 業 場 に 
 
お け る 施 設 番 号

処理施設の設置場所   別添第１図のとおり   別添第１図のとおり

設   置   年   月   日       年　　月　　日       年　　月　　日

工事着手予定年月日   令和○○年○○月○○日   令和○○年○○月○○日

工事完成予定年月日   令和○○年○○月○○日   令和○○年○○月○○日

使用開始予定年月日   令和○○年○○月○○日   令和○○年○○月○○日

種　類　及　び　型　式   沈殿槽、尿溜槽   滅菌槽

構　　　　　　　　　造   コンクリート   コンクリート塩ビ筒

   幅○ｍ×長さ○ｍ×深さ○ｍ（沈殿槽）   ○○ｍ×○○ｍ×○○ｍ
主 要 寸 法  

  幅○ｍ×長さ○ｍ×深さ○ｍ（尿溜槽）

能　　　　　　　　　力   沈殿槽容積○○ｍ3（○日分）、尿溜槽容積○○ｍ3   容積○○ｍ3（○日分）

処   理   の   方   式

処   理   の   系   統   別添第１図のとおり   別添第１図のとおり

集水及び導水の方法   別添第１図のとおり   別添第１図のとおり

使　用　時　間　間　隔   00：00～24：00   00：00～24：00

１日当たりの使用時間   ２４時間   ２４時間

使 用 の 季 節 変 動   特になし   特になし

消耗資材の１日当たりの   
   なし   なし
用　途　別　使　用　量

  通　　常 最　　大 通　　常 最　　大
 区　　　分 
  処理前  処理後  処理前  処理後  処理前  処理後  処理前  処理後
汚
水
等
の
汚
染
状
態
及
び
量

量（ｍ3／日）

残さの種類、１月間の種   堆肥　４６，８００㎏／月 
  

類別生成量及び処理方法   肥料として販売、使用

排 出 水 の 排 出 方 法   別添第１図のとおり   別添第１図のとおり

 
その他参考となるべき事項

備考　１　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項に

　　　　ついて記載すること。 

　　　２　排出水の排出方法の欄には、排出口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。    
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　別紙４                                                                            豚房の例 

排出水の汚染状態及び量 

工 場 又 は 事 業 場 に   

            排水口№１            排水口№２

お け る 施 設 番 号

 種類・項目 通　　常 最　　大 通　　常 最　　大

 

 ｐＨ ５．８～８．６ ５．８～８．６

 

 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） ２０ ３０ 雨

 

排 ＳＳ（㎎／Ｌ） ５０ ６０ 水

出

水 大腸菌数(CFU/mL) ８００以下 ８００以下 専

の

汚 ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物   用 

染 亜硝酸化合物及び硝酸化合物  ６０ ９０  

状           (㎎／Ｌ) 排

態

  水 

   

口

 通　　常 最　　大 通　　常 最　　大

 

排   出   水   の   量     

           （ｍ3／日） ２０ ２０ ０

 

そ　の　他　参　考　と

な　る　べ　き　事　項

備考　排出水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項につ

　　いて記載すること。    
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　別紙６                                                                            豚房の例 

用水及び排水の系統 

  
     地下水○○（○○）                      上水道○○（○○） 

  
  
  
  

       肥育舎                  分娩舎 
                                               事　　務　　所 
                                               生　活　排　水 

  
  
  
  

     汚水処理施設 
  

用水及び排水の系統  
 
    処理水排水口                              雑排水排水口 
    ○○（○○）                              ○○（○○） 
 
 
  ※　数字は、最大水量（ｍ3／日）（通常水量（ｍ3／日））

 用　　　　　途 使　　用　　水  用水使用量（ｍ3／日）
 
   ボイラー用水     
 
   原料用水     
 
   製品処理用水     
用　　　途　　　別 
   洗浄用水   地下水   ○○
用　水　使　用　量

  冷却用水     

  温調用水     

  その他   上水道   ○○

合　　　計   ○○
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その他参考事項 
イ　参考事項 

  
  

 工 場 敷 地 面 積                 １，５００　　㎡

  
  

 工 場 建 坪 面 積                     ５８０　　㎡ 
  

  
  

 操 業 時 間               ０　時 ～ ２４　時

  
  

 従 業 者 数                         ○　　人

  
  

 用 途 地 域               指　定　地　域　外

  
  

 主 要 製 品 名                         肉　　豚

 
 
 そ の 他

  
 （氏名）  場長　　○○　太郎 
 記 載 責 任 者  

（電話）  ○○○○－○○－○○○○

  
 （事務所名） 

  
 設 計 事 務 所 等  
 （担当者）　　○○　○○ 

  
 
（電話）  ○○○○－○○－○○○○ 

ロ　工場周辺の見取図（添付第３図のとおり） 
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　　　第１図　特定施設の設置場所等 

                                                                            用水系統（青線） 

                                                                            排水系統（赤線） 

          （のみこぼし水等） 

                   尿、洗浄水 

汚水処理  堆　肥　舎 尿溜槽         糞は堆肥化 

槽   分 

  

 滅菌槽   娩 

 

     肥　　育　　舎 倉庫   舎

 

  母　豚　舎  事 

     肥　　育　　舎   運　動　場  務 

 所

 

 

　　　第２図　操業の系統 

 

 

                      給餌、給水 

 

 

 

      母豚              仔豚              肥育              出荷 

 

 

                                                  糞尿（堆肥化、液肥化） 

 

 

                                                  のみこぼし水（沈殿）→滅菌→排出水 

 

 No.2

 No.1
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　　　第３図　工場周辺の見取図 

 

 

                                                                      　至  ×× 

 

 

 

 

                   ○○養豚 

 

                                               〒

 

 

                                                                                   至  ■■川 

                                     □□川 

 

                                                                             至  △△ 
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(4) 有害物質使用特定施設（法第5条第1項）　　　　　　　有害物質使用特定施設（法第5条第1項）の例 
様式第１（第３条関係）（表面） 

 
特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書 

 
令和○○年○○月○○日 

 
宮崎県知事　　　　　　　殿 
 
 
                                                      ○○市○○町○丁目○－○ 
                                     　  届出者       ○○株式会社　　　 
                                                      代表取締役　○○○○　　　 
 
 
　水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定によ
り、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

   

工場又は事業場の名称 ○○株式会社　△△事業所 ※整 理 番 号

    

工場又は事業場の所在地 ○○市○○町○丁目○－○ ※受理年月日       年　　月　　日

  ６５　酸又はアルカリによる表面処理施設  

 特定施設の種類  ※施 設 番 号

 ６６　電気めっき施設

 

 有害物質使用特定施設の該当の有無 有 ☑　　無 □ ※審 査 結 果

 

第 △特定施設の構造    別紙１のとおり。 ※備　　　考

５

条 △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の  別紙１の２のとおり。

第 場合に限る。）

１

項 △特定施設の使用の方法    別紙２のとおり。

関

係 △汚水等の処理の方法    別紙３のとおり。

△排出水の汚染状態及び量    別紙４のとおり。

△排出水の排水系統別の汚染状態及び量    別紙５のとおり。

△排出水に係る用水及び排水の系統    別紙６のとおり。

 有害物質使用特定施設の種類

第

５ △有害物質使用特定施設の構造    別紙７のとおり。

条

第 △有害物質使用特定施設の使用の方法    別紙８のとおり。

２

項 △汚水等の処理の方法    別紙９のとおり。

関

係 △特定地下浸透水の浸透の方法    別紙10のとおり。

△特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統    別紙11のとおり。
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　様式第１　（裏面） 

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定 □有害物質使用特定施設 

 施設の別 □有害物質貯蔵指定施設

 

 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙12のとおり。

第 定施設の構造

５

条 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙13のとおり。

第 定施設の設備

３

項 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙14のとおり。

関 定施設の使用の方法

係

△施設において製造され、使用され、若しく    別紙15のとおり。

は処理される有害物質に係る用水及び排水の

系統又は施設において貯蔵される有害物質に

係る搬入及び搬出の系統

 

 

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指

　　　　定地域特定施設にあっては、名称）を記載すること。 

　　　２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用

特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。 

　　　３　有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。 

　　　４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。 

　　　５　※印の欄には、記載しないこと。 

　　　６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄

　　　　を設けること。 

　　　７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。 

　　　８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。
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　別紙１                                　　　　　　 有害物質使用特定施設（法第5条第1項）の例 

特定施設の構造 

工 場 又 は 事 業 場 に 　Ａ－１ 　Ａ－２
おける施設番号  

 　65　酸又はアルカリによる表面処 　66  電気めっき施設
特定施設号番号及び名称 　　  理施設　
                  

 　浸漬式 　全自動バレル回転式 
型　　　　　　　　　式 　（△△社製　ＣＭ－５） 　（△△△社製　ＺＢ－Ａ１）
　　　　          

 　鉄製、内部を塩化ビニールライニ 　鉄製、内部を塩化ビニールライニ
構　　　　　　　　　造 ング（構造図は別添第○図のとお ング（構造図は別添第○図のとお
                  り） り）  

 　槽寸法  
主 要 寸 法 　・酸浸槽1m×1m×1.5m×1槽  ・装置全体で　1m×10m×1.5m 
                  （各槽の寸法は資料○のとおり） 

 　ねじ　3,000個／日  　ねじ　5,000個／日
能　　　　　　　　　力
　　　　          

 　めっき工場棟１階 　めっき工場棟１階 
配　　　　　　　　　置 　（配置は、別添第○図のとおり） 　（配置は、別添第○図のとおり）
                     

   
設   置   年   月   日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日
                  

   
工 事 着 手 予 定 年 月 日   令和○○年○○月○○日   令和○○年○○月○○日
                  

   
工 事 完 成 予 定 年 月 日   令和○○年○○月○○日   令和○○年○○月○○日
                  

   
使 用 開 始 予 定 年 月 日   令和○○年○○月○○日   令和○○年○○月○○日

そ　の　他　参　考　と 　床面は厚さ100mmのコンクリート 　床面は厚さ100mmのコンクリート 
な る べ き 事 項 周囲には側溝を設け、流出を防止 周囲には防疫堤（高さ20cm、容量10

㎥）を設け、流出を防止

　備考　１　配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載するこ
と。 

２　その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合
には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。 
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　別紙１の２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有害物質使用特定施設（法第5条第1項）の例 

特定施設の設備 

工 場 又 は 事 業 場 に 　Ａ－１ 　Ａ－２
お け る 施 設 番 号

 　65　酸又はアルカリによる表面処 　66  電気めっき施設
特定施設番号及び名称 　　  理施設　

 　地上配管、排水溝、ためます 　排水溝
設　　　　　　　　　備
　　　　

 　配管 　コンクリート製、厚さ50mm
構　　　　　　　　　造 　　ステンレス製 

　排水溝、ためます 
　　コンクリート製、厚さ50mm

 　配管 　幅300mm×深さ20mm×３m 
主 要 寸 法 　　直径100mm×30m 　※途中でＢ－１の排水溝と合流
   　排水溝 

　　幅300mm×深さ200mm×10m 
　ためます 
　　500mm×500mm×400mm

 　めっき工場棟１階 　めっき工場棟１階 
配　　　　　　　　　置 　（配置は、別添第○図のとおり） （配置は、別添第○図のとおり）
　　　　

   
設   置   年   月   日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

   
工 事 着 手 予 定 年 月 日     令和○○年○○月○○日     令和○○年○○月○○日

   
工 事 完 成 予 定 年 月 日     令和○○年○○月○○日     令和○○年○○月○○日

   
使 用 開 始 予 定 年 月 日 　　令和○○年○○月○○日     令和○○年○○月○○日

そ　の　他　参　考　と 　地下配管部分はトレンチ構造（深
 さ1m）とし、上部にグレーチング設
な る べ き 事 項 置。（別添第○図のとおり）

備考　１　有害物質使用特定施設に該当しない場合には、本様式を提出することを要しない。 

　　　２　配置の欄には、当該特定施設の設備の配置を記載すること。 
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（参考様式）                              　　　      有害物質使用特定施設（法第5条第1項）の例 

 

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る設備の概要 

特定施設の種類 有害物質の 設備名等 構造基準 点検頻度 点検方法 点検事項 

種 類

65　酸又はアル 鉛 施設本体 － 年1回 目視 ひび割れ、亀裂、損傷等の有無

　　カリによる  （反応槽）

　　表面処理施

　　設　 床面及び Ａ 年1回 目視 ひび割れ、被覆の損傷等の有無

周囲

地上配管 Ａ 年1回 目視 亀裂、損傷等の有無

地下配管 Ａ 年1回 目視 亀裂、損傷等の有無

排水溝 Ａ 年1回 目視 ひび割れ、被覆の損傷等の有無

使用の方法 Ａ 年1回 書類検査 管理要領運用状況、異常報告の

   現地確認 有無

66  電気めっき 施設本体 － 年1回 目視 ひび割れ、亀裂、損傷等の有無

　　施設 （反応槽）

床面及び Ａ 年1回 目視 ひび割れ、被覆の損傷等の有無

周囲

排水溝 Ａ 年1回 目視 ひび割れ、被覆の損傷等の有無

使用の方法 Ａ 年1回 書類検査 管理要領運用状況、異常報告の

   現地確認 有無
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(5) 有害物質使用特定施設（法第5条第3項）　　　　　　　有害物質使用特定施設（法第5条第3項）の例 
様式第１（第３条関係）（表面） 

 
特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書 

 
令和○○年○○月○○日 

 
宮崎県知事　　　　　　　殿 
 
 
                                                      ○○市○○町○丁目○－○ 
                                     　  届出者       ○○株式会社　　　 
                                                      代表取締役　○○○○　　　 
 
 
　水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定によ
り、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

   

工場又は事業場の名称 ○○株式会社　△△事業所 ※整 理 番 号

    

工場又は事業場の所在地 ○○市○○町○丁目○－○ ※受理年月日       年　　月　　日

   

 特定施設の種類 ※施 設 番 号

 

 

 有害物質使用特定施設の該当の有無 有 □　　無 □ ※審 査 結 果

 

第 △特定施設の構造    別紙１のとおり。 ※備　　　考

５

条 △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の  別紙１の２のとおり。

第 場合に限る。）

１

項 △特定施設の使用の方法    別紙２のとおり。

関

係 △汚水等の処理の方法    別紙３のとおり。

△排出水の汚染状態及び量    別紙４のとおり。

△排出水の排水系統別の汚染状態及び量    別紙５のとおり。

△排出水に係る用水及び排水の系統    別紙６のとおり。

 有害物質使用特定施設の種類

第

５ △有害物質使用特定施設の構造    別紙７のとおり。

条

第 △有害物質使用特定施設の使用の方法    別紙８のとおり。

２

項 △汚水等の処理の方法    別紙９のとおり。

関

係 △特定地下浸透水の浸透の方法    別紙10のとおり。

△特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統    別紙11のとおり。
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　様式第１　（裏面） 

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定 ☑有害物質使用特定施設 

 施設の別 □有害物質貯蔵指定施設

 

 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙12のとおり。

第 定施設の構造

５

条 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙13のとおり。

第 定施設の設備

３

項 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙14のとおり。

関 定施設の使用の方法

係

△施設において製造され、使用され、若しく    別紙15のとおり。

は処理される有害物質に係る用水及び排水の

系統又は施設において貯蔵される有害物質に

係る搬入及び搬出の系統

 

 

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指

　　　　定地域特定施設にあっては、名称）を記載すること。 

　　　２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用

特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。 

　　　３　有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。 

　　　４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。 

　　　５　※印の欄には、記載しないこと。 

　　　６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄

　　　　を設けること。 

　　　７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。 

　　　８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。 
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　別紙12                                   　　      有害物質使用特定施設（法第5条第3項）の例 

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の構造 

工 場 又 は 事 業 場 に 　Ｂ－１ 　
お け る 施 設 番 号

有害物質使用特定施設 　有害物質使用特定施設
又は有害物質貯蔵指定 
施設の別

 　浸漬式 
型　　　　　　　　　式 　（△△△社製　ＣＭ－５）
　　　　

   鉄製、内部を塩化ビニールライニ
構　　　　　　　　　造 ング（構造図は別添第○図のとお

り）

 　槽寸法 
主 要 寸 法 　・酸浸槽1m×1m×1.5m×1槽　
   

   ねじ　3,000個／日 
能　　　　　　　　　力 　
　　　　

 　めっき工場棟１階 
配　　　　　　　　　置 　（配置は、別添第○図のとおり）

 　床面は厚さ100mmのコンクリート 
床 面 及 び 周 囲 周囲には側溝を設け、流出を防止 

   
設   置   年   月   日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

   
工 事 着 手 予 定 年 月 日     令和○○年○○月○○日         年　　　月　　　日

   
工 事 完 成 予 定 年 月 日     令和○○年○○月○○日         年　　　月　　　日

   
使 用 開 始 予 定 年 月 日     令和○○年○○月○○日         年　　　月　　　日

そ　の　他　参　考　と 　周囲床面はフラン樹脂を被覆
 
な る べ き 事 項

備考　配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設及びこれに関連する主要
機械又は主要装置の配置を記載すること。
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　別紙13                                              有害物質使用特定施設（法第5条第3項）の例 

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の設備 

工 場 又 は 事 業 場 に 　Ｂ－１
お け る 施 設 番 号

有害物質使用特定施設 　有害物質使用特定施設
又は有害物質貯蔵指定 
施設の別

   地上配管、排水溝、ためます
設　　　　　　　　　備
　　　　

 　配管 
構　　　　　　　　　造 　　ステンレス製 

　排水溝、ためます 
　　コンクリート製、厚さ50mm

   配管 
主 要 寸 法 　　直径100mm×30m 
   　排水溝 

　　幅300mm×深さ200mm×10m 
　ためます 
　　500mm×500mm×400mm

 　めっき工場１階 
配　　　　　　　　　置 　（配置は別添第○図のとおり）
　　　　

   
設   置   年   月   日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

   
工 事 着 手 予 定 年 月 日     令和○○年○○月○○日         年　　　月　　　日

   
工 事 完 成 予 定 年 月 日     令和○○年○○月○○日         年　　　月　　　日

   
使 用 開 始 予 定 年 月 日     令和○○年○○月○○日         年　　　月　　　日

そ　の　他　参　考　と 　地下配管部分は保護管を設置
 
な る べ き 事 項

備考　配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備の配置を記載する

こと。
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　別紙14                                              有害物質使用特定施設（法第5条第3項）の例 

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の使用の方法 

工 場 又 は 事 業 場 に 　Ｂ－１

お け る 施 設 番 号

有害物質使用特定施設   有害物質使用特定施設

又は有害物質貯蔵指定 

施設の別

 　めっき工場１階 

設 置 場 所 　（配置は別添第○図のとおり）　

 　○○処理を行う 

操   業   の   系   統 　（製造工程については別添第○図

　のとおり）

 　１０時～１６時

使 用 時 間 間 隔

 　６時間

１日当たりの使用時間

 　なし

使 用 の 季 節 的 変 動

原材料(消耗資材を含 　＜前処理工程＞ 

む。)の種類、使用方法 　　○○ 

及び１日当たりの使用量  

（有害物質使用特定施設 　＜○○処理＞ 

の場合に限る。） 　　□□

貯蔵する有害物質の種類 

（有害物質貯蔵指定施設 

の場合に限る。）

そ　の　他　参　考　と 　製造、使用している有害物質 

 　　鉛化合物

な る べ き 事 項

  備考　有害物質貯蔵指定施設の場合には、使用時間間隔の欄及び１日当たりの使用時間の欄には、それ

ぞれ当該施設への有害物質を含む水の供給時における当該施設の使用時間間隔及び使用時間を記載

すること。 
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　別紙15                                              有害物質使用特定施設（法第5条第3項）の例 

用水及び排水の系統（搬入及び搬出の系統） 

  

 水道水（貯水タンク） 

 　　↓※地上配管を経由 

施設において製造さ 　　↓ 

れ、使用され、若し 　めっき工程（洗浄等） 

くは処理される有害 　　↓※地下埋設配管（漏洩検知管設置）を経由 

物質に係る用水及び 　　↓ 

排水の系統（有害物 　めっき排水処理装置（漏洩検知設備設置） 

質使用特定施設の場 　　↓※排水溝を経由 

合に限る。）又は貯 　　↓ 

蔵される有害物質に 　排水口 

係る搬入及び搬出の     ↓ 

系統（有害物質貯蔵 　公共下水道へ放流 

指定施設の場合に限  

る。） 　詳細な用水及び排水系統図は別添第○図のとおり

 用　　　　　途 使　　用　　水  用水使用量（ｍ3／日）

 

 　めっき等工程水 　上水道  　１２  

 

       

用　　　途　　　別 

       

用　水　使　用　量

      

      

　合　計 　１２ 

  備考　有害物質貯蔵指定施設の場合には、用途別用水使用量の欄には記載しないこと。
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(6) 有害物質貯蔵指定施設（法第5条第3項）　　　　　　　有害物質貯蔵指定施設（法第5条第3項）の例 
様式第１（第３条関係）（表面） 

 
特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書 

 
令和○○年○○月○○日 

 
宮崎県知事　　　　　　　殿 
 
 
                                                      ○○市○○町○丁目○－○ 
                                     　  届出者       ○○株式会社　　　 
                                                      代表取締役　○○○○　　　 
 
 
　水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定によ
り、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

   

工場又は事業場の名称 ○○株式会社　△△事業所 ※整 理 番 号

    

工場又は事業場の所在地 ○○市○○町○丁目○－○ ※受理年月日       年　　月　　日

   

 特定施設の種類 ※施 設 番 号

 

 

 有害物質使用特定施設の該当の有無 有 □　　無 □ ※審 査 結 果

 

第 △特定施設の構造    別紙１のとおり。 ※備　　　考

５

条 △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の  別紙１の２のとおり。

第 場合に限る。）

１

項 △特定施設の使用の方法    別紙２のとおり。

関

係 △汚水等の処理の方法    別紙３のとおり。

△排出水の汚染状態及び量    別紙４のとおり。

△排出水の排水系統別の汚染状態及び量    別紙５のとおり。

△排出水に係る用水及び排水の系統    別紙６のとおり。

 有害物質使用特定施設の種類

第

５ △有害物質使用特定施設の構造    別紙７のとおり。

条

第 △有害物質使用特定施設の使用の方法    別紙８のとおり。

２

項 △汚水等の処理の方法    別紙９のとおり。

関

係 △特定地下浸透水の浸透の方法    別紙10のとおり。

△特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統    別紙11のとおり。
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　様式第１　（裏面） 

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定 □有害物質使用特定施設 

 施設の別 ☑有害物質貯蔵指定施設

 

 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙12のとおり。

第 定施設の構造

５

条 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙13のとおり。

第 定施設の設備

３

項 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙14のとおり。

関 定施設の使用の方法

係

△施設において製造され、使用され、若しく    別紙15のとおり。

は処理される有害物質に係る用水及び排水の

系統又は施設において貯蔵される有害物質に

係る搬入及び搬出の系統

 

 

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指

　　　　定地域特定施設にあっては、名称）を記載すること。 

　　　２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用

特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。 

　　　３　有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。 

　　　４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。 

　　　５　※印の欄には、記載しないこと。 

　　　６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄

　　　　を設けること。 

　　　７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。 

　　　８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。
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　別紙12                                   　　      有害物質貯蔵指定施設（法第5条第3項）の例 

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の構造 

工 場 又 は 事 業 場 に 　Ｃ－１ 　Ｃ－２　
お け る 施 設 番 号

有害物質使用特定施設 　有害物質貯蔵指定施設   有害物質貯蔵指定施設
又は有害物質貯蔵指定 
施設の別

 　貯蔵タンク 　廃液タンク 
型　　　　　　　　　式 　（○○社製） 　（○○社製）
　　　　

   ステンレス製（構造図は別添第○ 　ＦＲＰ製（構造図は別添第○図の
構　　　　　　　　　造 図のとおり） とおり）

 　直径1500mm×6000mm×2基　 　1000mm×1000mm×1500mm×１基
主 要 寸 法
   

   貯蔵量　各10㎥（最大） 　貯蔵量　各1.5㎥（最大）
能　　　　　　　　　力 　
　　　　

 　○○製造工場の屋外に設置 　○○製造工場の屋外に設置 
配　　　　　　　　　置 　（配置は、別添第○図のとおり） 　（配置は、別添第○図のとおり）

 　床面は厚さ100mmのコンクリート 　床面は厚さ100mmのコンクリート 
床 面 及 び 周 囲 で、エポキシ樹脂で被覆 　周囲には防液堤（高さ10cm、容量

　周囲には防液堤（高さ20cm、容量 3㎥）を設け、流出を防止
10㎥）を設け、流出を防止

   
設   置   年   月   日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

   
工 事 着 手 予 定 年 月 日     令和○○年○○月○○日     令和○○年○○月○○日

   
工 事 完 成 予 定 年 月 日     令和○○年○○月○○日     令和○○年○○月○○日

   
使 用 開 始 予 定 年 月 日     令和○○年○○月○○日     令和○○年○○月○○日

そ　の　他　参　考　と 　防疫堤側面に越流センサーを床面
 から15cm上部の位置に設置
な る べ き 事 項

備考　配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設及びこれに関連する主要
機械又は主要装置の配置を記載すること。
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　別紙13                                              有害物質貯蔵指定施設（法第5条第3項）の例 

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の設備 

工 場 又 は 事 業 場 に 　Ｃ－１ 　Ｃ－２
お け る 施 設 番 号

有害物質使用特定施設 　有害物質貯蔵指定施設 　有害物質貯蔵指定施設
又は有害物質貯蔵指定 
施設の別

   地上配管、バルブ、フランジ 　地上配管
設　　　　　　　　　備
　　　　

 　ステンレス製   ステンレス製
構　　　　　　　　　造 　

   配管 　配管 
主 要 寸 法 　　直径200mm×50m 　　直径100mm×30m
   　バルブ　2箇所 

　フランジ　3箇所

 　○○製造工場の屋外から工場内1   ○○製造工場の屋外
配　　　　　　　　　置 階及び2階 
　　　　 　（配置は別添第○図のとおり）

   
設   置   年   月   日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

   
工 事 着 手 予 定 年 月 日     令和○○年○○月○○日     令和○○年○○月○○日

   
工 事 完 成 予 定 年 月 日     令和○○年○○月○○日     令和○○年○○月○○日

   
使 用 開 始 予 定 年 月 日     令和○○年○○月○○日     令和○○年○○月○○日

そ　の　他　参　考　と 　
 
な る べ き 事 項

備考　配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備の配置を記載する

こと。
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　別紙14                                              有害物質貯蔵指定施設（法第5条第3項）の例 

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の使用の方法 

工 場 又 は 事 業 場 に 　Ｃ－１ 　Ｃ－２

お け る 施 設 番 号

有害物質使用特定施設   有害物質貯蔵指定施設 　有害物質貯蔵指定施設

又は有害物質貯蔵指定 

施設の別

 　○○製造工場の屋外から工場内1 　○○製造工場の屋外

設 置 場 所 階及び2階 

　（配置は別添第○図のとおり）　

 　○○反応施設にベンゼンを供給 　廃液の貯蔵

操   業   の   系   統

 　1週間に1回   1日に1回

使 用 時 間 間 隔

 　1時間／回 　5分／回

１日当たりの使用時間

 　なし 　なし

使 用 の 季 節 的 変 動

原材料(消耗資材を含 　

む。)の種類、使用方法

及び１日当たりの使用量

（有害物質使用特定施設

の場合に限る。）

貯蔵する有害物質の種類   ベンゼン（○%） 　ベンゼンを含む廃液 

（有害物質貯蔵指定施設 　　（含有率○～○%）　

の場合に限る。）

そ　の　他　参　考　と 　 　廃液は月○回の頻度で、産廃とし

な る べ き 事 項 て処理を委託している。

  備考　有害物質貯蔵指定施設の場合には、使用時間間隔の欄及び１日当たりの使用時間の欄には、それ

ぞれ当該施設への有害物質を含む水の供給時における当該施設の使用時間間隔及び使用時間を記載

すること。 
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　別紙15                                              有害物質貯蔵指定施設（法第5条第3項）の例 

用水及び排水の系統（搬入及び搬出の系統） 

   タンクローリーによる搬入 

 　↓ 

 　Ｃ－１（有害物質貯蔵指定施設） 

施設において製造さ 　↓地上配管 

れ、使用され、若し 　↓ 

くは処理される有害   反応施設 

物質に係る用水及び 　↓地上配管 

排水の系統（有害物 　↓ 

質使用特定施設の場   Ｃ－２（有害物質貯蔵指定施設） 

合に限る。）又は貯 　↓ 

蔵される有害物質に 　↓ 

係る搬入及び搬出の 　産業廃棄物処理業者へ 

系統（有害物質貯蔵    

指定施設の場合に限 　詳細な系統図は別添第○図のとおり

る。）

 用　　　　　途 使　　用　　水  用水使用量（ｍ3／日）

 

 　 　 　

 

       

用　　　途　　　別 

       

用　水　使　用　量

      

      

　 

  備考　有害物質貯蔵指定施設の場合には、用途別用水使用量の欄には記載しないこと。
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(7) 変更届（構造等の変更）                        　　　　　             　　　　 変更届出の例 
様式第１（第３条関係）（表面） 

 
特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書 

 
令和○○年○○月○○日 

 
宮崎県知事　　　　　　　殿 
 
 
                                                      ○○市○○町○丁目○－○ 
                                     　  届出者       ○○株式会社 
                                                      代表取締役　○○○○　　　 
 
 
　水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定によ
り、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

   

工場又は事業場の名称 ○○株式会社○○工場 ※整 理 番 号

    

工場又は事業場の所在地 ○○市○○町○丁目○－○ ※受理年月日       年　　月　　日

  54　セメント製造業  

 特定施設の種類 　ロ　成形機　 ※施 設 番 号

 　ハ　水養生施設

 

 有害物質使用特定施設の該当の有無 有 □　　無 ☑ ※審 査 結 果

 

第 △特定施設の構造    別紙１のとおり。 ※備　　　考

５

条 △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の  別紙１の２のとおり。

第 場合に限る。）

１

項 △特定施設の使用の方法    別紙２のとおり。

関

係 △汚水等の処理の方法    別紙３のとおり。

△排出水の汚染状態及び量    別紙４のとおり。

△排出水の排水系統別の汚染状態及び量    別紙５のとおり。

△排出水に係る用水及び排水の系統    別紙６のとおり。

 有害物質使用特定施設の種類

第

５ △有害物質使用特定施設の構造    別紙７のとおり。

条

第 △有害物質使用特定施設の使用の方法    別紙８のとおり。

２

項 △汚水等の処理の方法    別紙９のとおり。

関

係 △特定地下浸透水の浸透の方法    別紙10のとおり。

△特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統    別紙11のとおり。
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　様式第１　（裏面） 

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定 □有害物質使用特定施設 

 施設の別 □有害物質貯蔵指定施設

 

 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙12のとおり。

第 定施設の構造

５

条 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙13のとおり。

第 定施設の設備

３

項 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙14のとおり。

関 定施設の使用の方法

係

△施設において製造され、使用され、若しく    別紙15のとおり。

は処理される有害物質に係る用水及び排水の

系統又は施設において貯蔵される有害物質に

係る搬入及び搬出の系統

 

 

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指

　　　　定地域特定施設にあっては、名称）を記載すること。 

　　　２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用

特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。 

　　　３　有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。 

　　　４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。 

　　　５　※印の欄には、記載しないこと。 

　　　６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄

　　　　を設けること。 

　　　７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。 

　　　８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。
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　別紙１                                                                            変更後 

特定施設の構造 

工 場 又 は 事 業 場 に   
         №１、№２、№４               №３
お け る 施 設 番 号

   
特定施設号番号及び名称   ５４－ロ　成型機   ５４－ハ　水養生施設

   
型　　　　　　　　　式   ○○型（振動加圧式）   製品浸漬型
　　　　

   
構　　　　　　　　　造   鋼製   コンクリート製プール

     Ｗ    Ｌ    Ｈ     Ｗ    Ｌ    Ｈ 
主 要 寸 法   
       ○ｍ×○ｍ×○ｍ×３基     ○ｍ×○ｍ×○ｍ×１基

   
能　　　　　　　　　力   ○○製品　個／日・基   ○○ｍ3／日
　　　　

   
配　　　　　　　　　置   別添第１図のとおり   別添第１図のとおり

   
設   置   年   月   日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

   
工 事 着 手 予 定 年 月 日   令和○○年○○月○○日   令和○○年○○月○○日

   
工 事 完 成 予 定 年 月 日   令和○○年○○月○○日   令和○○年○○月○○日

   
使 用 開 始 予 定 年 月 日   令和○○年○○月○○日   令和○○年○○月○○日

そ　の　他　参　考　と   既設（№１、№２）  
    既設
な る べ き 事 項   増設（№４）

備　考　配置の欄には、特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。
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　別紙１                                                                            変更前 

特定施設の構造 

工 場 又 は 事 業 場 に   
            №１、№２               №３
お け る 施 設 番 号

   
特定施設番号及び名称   ５４－ロ　成型機   ５４－ハ　水養生施設

   
型　　　　　　　　　式   ○○型（振動加圧式）   製品浸漬型
　　　　

   
構　　　　　　　　　造   銅製   コンクリート製プール

     Ｗ    Ｌ    Ｈ     Ｗ    Ｌ    Ｈ 
主 要 寸 法   
       ○ｍ×○ｍ×○ｍ×２基     ○ｍ×○ｍ×○ｍ×１基

   
能　　　　　　　　　力   ○○製品　個／日・基   ○○ｍ3／日
　　　　

   
配　　　　　　　　　置   別添第１図のとおり   添付第１図のとおり

   
設   置   年   月   日 令和○○年○○月○○日 令和○○年○○月○○日 

（※施設の着工日になることに注意して下さい。） （※施設の着工日になることに注意して下さい。）

   
工 事 着 手 予 定 年 月 日      年　　　月　　　日      年　　　月　　　日 

   
工 事 完 成 予 定 年 月 日      年　　　月　　　日      年　　　月　　　日 

   
使 用 開 始 予 定 年 月 日      年　　　月　　　日      年　　　月　　　日 

そ　の　他　参　考　と 
 
な る べ き 事 項

備　考　配置の欄には、特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。 

                                                                    ※別紙２以下省略
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（記入例）                          変　更　説　明　書 

変 １　成型機を増設する。 

更 ２　汚水処理施設の改善を行い、排出水の水質の向上をはかる。

の 

目 

的

  ○ 特定施設の構造の変更

 い

 ず 特定施設の使用の方法の変更

 れ

 か ○ 汚水等の処理の方法の変更

 に

 ○ ○ 排出水の汚染状態及び量の変更

 変 

 排出水に係る用水及び排水の系統の変更

 更 

 １　成型機２基を３基に増設。これに伴う原材料、汚水量等が増加。 

 の    　 汚水量    350ｍ3／日（変更前）→  400ｍ3／日（変更後） 

 ２　スクリーンの設置。 

 内 　　凝集沈でん槽の新設。 

 　　還元中和槽の新設。 

 容           （　変 更 前　）              （　変 更 後　） 

  汚水流入→ ポ ン プ 井              汚　水  →  ポンプ井  →  スクリーン貯留槽 

                 ↓                                                    ↓ 

                                ケーキ      汚泥脱水 

             貯　留　槽                  ←          ←汚泥濃縮槽←凝集沈殿槽 

                                置　場      処 理 室 

                 ↓                                                    ↓ 

             中　和　槽                                            還元中和槽 

                 ↓                                                    ↓ 

             放　　　流                                              放　流

そ 

の 

他 

特 

記 

事 

項
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(8) 公共下水道への接続 
様式第１（第３条関係） 

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書 
 

令和○○年○○月○○日 
 
宮崎県知事　　　　　　殿 
　       
 
                                                      ○○市○○町○丁目○－○ 
                                     　  届出者       ○○株式会社 
                                                      代表取締役　○○○○　　　 
 
 
　水質汚濁防止法第５条第１項又は第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定に
より、特定施設について、次のとおり届け出ます。

   

工場又は事業場の名称 ○○株式会社○○工場 ※整 理 番 号

    

工場又は事業場の所在地 ○○市○○町○丁目○－○ ※受理年月日       年　　月　　日

    

 特定施設の種類 ６７　洗濯業の用に供する洗浄施設 ※施 設 番 号

 

 
 △特定施設の構造    別紙１のとおり。 ※審 査 結 果
第
５ △特定施設の使用の方法    別紙２のとおり。 ※備　　　考
条
第 △汚水等の処理の方法    別紙３のとおり。
１
項 △排出水の汚染状態及び量    別紙４のとおり。
関
係 △排出水の排水系統別の汚染状態及び量    別紙５のとおり。

△排出水に係る用水及び排水の系統 公共下水道への接続（公

共下水道へのターミナル

は別添のとおり）

 有害物質使用特定施設の種類
第
５ △有害物質使用特定施設の構造    別紙７のとおり。
条
第 △有害物質使用特定施設の使用の方法    別紙８のとおり。
２
項 △汚水等の処理の方法    別紙９のとおり。
関
係 △特定地下浸透水の浸透の方法    別紙10のとおり。

△特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統    別紙11のとおり。
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　様式第１　（裏面） 

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定 □有害物質使用特定施設 

 施設の別 □有害物質貯蔵指定施設

 

 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙12のとおり。

第 定施設の構造

５

条 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙13のとおり。

第 定施設の設備

３

項 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙14のとおり。

関 定施設の使用の方法

係

△施設において製造され、使用され、若しく    別紙15のとおり。

は処理される有害物質に係る用水及び排水の

系統又は施設において貯蔵される有害物質に

係る搬入及び搬出の系統

 

 

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指

　　　　定地域特定施設にあっては、名称）を記載すること。 

　　　２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用

特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。 

　　　３　有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。 

　　　４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。 

　　　５　※印の欄には、記載しないこと。 

　　　６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄

　　　　を設けること。 

　　　７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。 

　　　８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。 
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(9) 期間短縮願 

工事実施制限の期間短縮願 

令和○○年○○月○○日 
宮崎県知事　　　　　　殿 
                                                        氏名又は名称及び住所並びに法 
 
                                                        人にあってはその代表者の氏名 
 
                                                          ○○株式会社 
                                              ① 
                                              届　出　者  ○○市○○町２丁目５番地 
 
                                                          代表取締役　○○○○ 　　    
                                ② 
②水質汚濁防止法第９条第２項（宮崎県公害防止条例第24条第２項）に基づく工事実施制限の期間を
下記により短縮くださるようお願いします。

①工場又は事業場の   
   ○○株式会社宮崎工場 ※整 理 番 号
  名　　　　　　　称

①工場又は事業場の    
   ○○市○○町３丁目４番地 ※受 理 年 月 日     ．  ．
  所　　　在　　　地

   ３　水産食料品製造業          －
   

②特定施設の種類     イ　原料処理施設 ※施 設 番 号
 
    ロ　湯煮施設

③届出工事着手  ④工事着手希望  
   令和○○年　３月１０日    令和○○年　２月　１日 
  予 定 年 月 日   年　　月　　日                         

③届出工事完成  ④短縮後工事完成  
   令和○○年　４月２５日    令和○○年　３月１５日 
  予 定 年 月 日   予 定 年 月 日                         

③届出使用開始  ④使　用　開　始  
   令和○○年　５月　１日    令和○○年　３月２１日
  予 定 年 月 日   年　　月　　日

期間短縮を必要とする理由⑤

     ○○○○－ 
記載責任者　○○○○ 所　属   製     造     課   電　話  

 ○○－○○○○

    ※欄は記入しないこと。 

※判定 理由
 
適・否
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①　届出者、工場又は事業場の名称及び所在地 

　　届出書と同じ要領で記載してください。 

 

②　該当しないところを横線で消してください。 

 

③　届出工事着手予定年月日 

　　届出書の予定年月日（受理された日から60日間以後）としてください。 

 

④　工事着手希望年月日 

　　期間短縮して、実際に着手したい年月日を記入してください。 

　　提出日より、概ね20日間以上は必要です。 

 

⑤　期間短縮の理由 

　　工事の着手を早くしなければならない理由をできるだけ詳しく記載してください。 

 

　※　この期間短縮願は届出書と同時に３部提出してください。 



- 99 -

 

 

 

 

１０　参　　　考　　　資　　　料 

 

 

(1) 水質汚濁防止法に定める特定施設 

 

(2) みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例に定める汚水　

  　等排出施設 

 

(3) 届 出 様 式 

 

(4) 排 水 量 の 算 定方 法 

 

(5) 汚 水 処 理 方 法 

 

(6) 県 内 の 分 析 機 関 

 

(7) 届出書提出先及び問い合わせ先一覧 
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(1) 水質汚濁防止法に定める特定施設 

〔施行令別表第１、昭46. 6.24施行〕 

 

１　鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　選鉱施設 

　ロ　選炭施設 

　ハ　坑水中和沈でん施設 

　ニ　掘さく用の泥水分離施設 

１の２　畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの〔昭47.10. 1追加〕

　イ　豚房施設（豚房の総面積が50㎡未満の事業場に係るものを除く。） 

　ロ　牛房施設（牛房の総面積が200㎡未満の事業場に係るものを除く。） 

　ハ　馬房施設（馬房の総面積が500㎡未満の事業場に係るものを除く。） 

２　畜産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　原料処理施設 

　ロ　洗浄施設（洗びん施設を含む。） 

　ハ　湯煮施設 

３　水産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　水産動物原料処理施設 

　ロ　洗浄施設 

　ハ　脱水施設 

　ニ　ろ過施設 

　ホ　湯煮施設 

４　野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　原料処理施設 

　ロ　洗浄施設 

　ハ　圧搾施設 

　ニ　湯煮施設 

５　みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する

　　施設であって、次に掲げるもの 

　イ　原料処理施設 

　ロ　洗浄施設 

　ハ　湯煮施設 

　ニ　濃縮施設 

　ホ　精製施設 

　ヘ　ろ過施設 

６　小麦粉製造業の用に供する洗浄施設 

７　砂糖製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　原料処理施設 

　ロ　洗浄施設（流送施設を含む。） 

　ハ　ろ過施設 

　ニ　分離施設
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　ホ　精製施設 

８　パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう 

９　米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 

10　飲料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　原料処理施設 

　ロ　洗浄施設（洗びん施設を含む。） 

　ハ　搾汁施設 

　ニ　ろ過施設 

　ホ　湯煮施設 

　ヘ　蒸りゅう施設 

11　動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　原料処理施設 

　ロ　洗浄施設 

　ハ　圧搾施設 

　ニ　真空濃縮施設 

　ホ　水洗式脱臭施設 

12　動植物油脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　原料処理施設 

　ロ　洗浄施設 

　ハ　圧搾施設 

　ニ　分離施設 

13　イースト製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　原料処理施設 

　ロ　洗浄施設 

　ハ　分離施設 

14　でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　原料浸せき施設 

　ロ　洗浄施設（流送施設を含む。） 

　ハ　分離施設 

　ニ　渋だめ及びこれに類する施設 

15　ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　原料処理施設 

　ロ　ろ過施設 

　ハ　精製施設 

16　めん類製造業の用に供する湯煮施設 

17　豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 

18　インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設 

18の２　冷凍調理食品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの　　〔昭57. 1. 1追加〕 

　イ　原料処理施設 

　ロ　湯煮施設
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　ハ　洗浄施設 

18の３　たばこ製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの　　　　　〔昭57. 1. 1追加〕 

　イ　水洗式脱臭施設 

　ロ　洗浄施設 

19　紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの〔昭49.12. 1一部改正〕 

　イ　まゆ湯煮施設 

　ロ　副蚕処理施設 

　ハ　原料浸せき施設 

　ニ　精錬機及び精錬そう 

　ホ　シルケット機 

　ヘ　漂白機及び漂白そう 

　ト　染色施設 

　チ　薬液浸透施設 

　リ　のり抜き施設 

20　洗毛業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　洗毛施設 

　ロ　洗化炭施設 

21　化学繊維製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　湿式紡糸施設 

　ロ　リンター又は未精錬繊維の薬液処理施設 

　ハ　原料回収施設 

21の２　一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー　　　　〔昭57. 1. 1追加〕 

21の３　合板製造業の用に供する接着機洗浄施設　　　　　　　　　　　　　〔昭57. 1. 1追加〕 

21の４　パーティクルボード製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 　　〔昭57. 1. 1追加〕 

　イ　湿式バーカー 

　ロ　接着機洗浄施設 

22　木材薬品処理業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　湿式バーカー 

　ロ　薬液浸透施設 

23　パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　原料浸せき施設 

　ロ　湿式バーカー 

　ハ　砕木機 

　ニ　蒸解施設 

　ホ　蒸解廃液濃縮施設 

　ヘ　チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設 

　ト　漂白施設 

　チ　抄紙施設（抄造施設を含む。） 

　リ　セロハン製膜施設 

　ヌ　湿式繊維板成型施設
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　ル　廃ガス洗浄施設 

23の２　新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

                                                                      〔昭57. 1. 1追加〕 

　イ　自動式フィルム現像洗浄施設 

　ロ　自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設 

24　化学肥料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　ろ過施設 

　ロ　分離施設 

　ハ　水洗式破砕施設 

　ニ　廃ガス洗浄施設 

　ホ　湿式集じん施設 

25　削除 

26　無機顔料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　洗浄施設 

　ロ　ろ過施設 

　ハ　カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機 

　ニ　群青製造施設のうち、水洗式分別施設 

　ホ　廃ガス洗浄施設 

27　前号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　ろ過施設 

　ロ　遠心分離機 

　ハ　硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設 

　ニ　活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設 

　ホ　無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設 

　ヘ　青酸製造施設のうち、反応施設 

　ト　よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設 

　チ　海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設 

　リ　バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設 

　ヌ　廃ガス洗浄施設 

　ル　湿式集じん施設 

28　カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　湿式アセチレンガス発生施設 

　ロ　さく酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸りゅう施設 

　ハ　ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸りゅう施設 

　ニ　アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸りゅう施設 

　ホ　塩化ビニルモノマー洗浄施設 

　ヘ　クロロプレンモノマー洗浄施設 

29　コールタール製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　ベンゼン類硫酸洗浄施設 

　ロ　静置分離器 

　ハ　タール酸ソーダ硫酸分解施設 
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30　発酵工業（第５号、第10号及び第13号に掲げる事業を除く。）の用に供する施設であって、次

　　に掲げるもの 

　イ　原料処理施設 

　ロ　蒸りゅう施設 

　ハ　遠心分離機 

　ニ　ろ過施設 

31　メタン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸りゅう施設 

　ロ　ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設 

　ハ　フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設 

32　有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　ろ過施設 

　ロ　顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設 

　ハ　遠心分離機 

　ニ　廃ガス洗浄施設 

33　合成樹脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　縮合反応施設 

　ロ　水洗施設 

　ハ　遠心分離機 

　ニ　静置分離器 

　ホ　弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸りゅう施設 

　ヘ　ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸りゅう施設 

　ト　中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設 

　チ　ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設 

　リ　廃ガス洗浄施設 

　ヌ　湿式集じん施設 

34　合成ゴム製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　ろ過施設 

　ロ　脱水施設 

　ハ　水洗施設 

　ニ　ラテックス濃縮施設 

　ホ　スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設

　　のうち、静置分離器 

35　有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　蒸りゅう施設 

　ロ　分離施設 

　ハ　廃ガス洗浄施設 

36　合成洗剤製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　廃酸分離施設 

　ロ　廃ガス洗浄施設 

　ハ　湿式集じん施設
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37　前６号に掲げる事業以外の石油化学工業（石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分  

    解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、

    第51号に掲げる事業を除く。）の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　洗浄施設 

　ロ　分離施設 

　ハ　ろ過施設 

　ニ　アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸りゅう施設 

　ホ　アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造

　　施設のうち、蒸りゅう施設 

　ヘ　アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設 

　ト　イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸りゅう施設及び硫酸濃縮施設 

　チ　エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸りゅう施設及び濃縮施設 

　リ　２－エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設

　　及び蒸りゅう施設 

　ヌ　シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設 

　ル　トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設 

　オ　ノルマルパラフィン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール

　　蒸りゅう施設 

　ワ　プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器 

　カ　メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設 

　ヨ　メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設 

　タ　廃ガス洗浄施設 

38　石けん製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　原料精製施設 

　ロ　塩析施設 

38の２　界面活性剤製造業の用に供する反応施設（一・四－ジオキサンが発生するものに限り、洗

　　　　浄施設を有しないものを除く。） 

39　硬化油製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　脱酸施設 

　ロ　脱臭施設 

40　脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設 

41　香料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　洗浄施設 

　ロ　抽出施設 

42　ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　原料処理施設 

　ロ　石灰づけ施設 

  ハ　洗浄施設 

43　写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設 

44　天然樹脂製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　原料処理施設 

　ロ　脱水施設 
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45　木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設 

46　第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、

　　次に掲げるもの 

　イ　水洗施設 

　ロ　ろ過施設 

　ハ　ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設 

　ニ　廃ガス洗浄施設 

47　医薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　動物原料処理施設 

　ロ　ろ過施設 

　ハ　分離施設 

　ニ　混合施設（第２条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。） 

　ホ　廃ガス洗浄施設 

48　火薬製造業の用に供する洗浄施設 

49　農薬製造業の用に供する混合施設 

50　第２条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 

51　石油精製業（潤滑油再生業を含む。）の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　脱塩施設 

　ロ　原油常圧蒸りゅう施設 

　ハ　脱硫施設 

　ニ　揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設 

　ホ　潤滑油洗浄施設 

51の２　自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品

　　　　製造業（防振ゴム製造業を除く。）、更正タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接

　　　　加硫施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔昭57. 1. 1追加〕 

51の３　医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド

　　　　製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設　　　　　　　　　　〔昭57. 1. 1追加〕 

52　皮革製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　洗浄施設 

　ロ　石灰づけ施設 

　ハ　タンニンづけ施設 

　ニ　クロム浴施設 

　ホ　染色施設 

53　ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　研磨洗浄施設 

　ロ　廃ガス洗浄施設 

54　セメント製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　抄造施設 

　ロ　成 型 機 

　ハ　水養生施設（蒸気養生施設を含む。） 

55　生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント 

56　有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 
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57　人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 

58　窯業原料（うわ薬原料を含む。）の精製業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　水洗式破砕施設 

　ロ　水洗式分別施設 

　ハ　酸処理施設 

　ニ　脱水施設 

59　砕石業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　水洗式破砕施設 

　ロ　水洗式分別施設 

60　砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 

61　鉄鋼業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　タール及びガス液分離施設 

　ロ　ガス冷却洗浄施設 

　ハ　圧延施設 

　ニ　焼入れ施設 

　ホ　湿式集じん施設 

62　非鉄金属製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　還元そう 

　ロ　電解施設（溶解塩電解施設を除く。） 

　ハ　焼入れ施設 

　ニ　水銀精製施設 

　ホ　廃ガス洗浄施設 

　ヘ　湿式集じん施設 

63　金属製品製造業又は機械器具製造業（武器製造業を含む。）の用に供する施設であって、次に

　　掲げるもの 

　イ　焼入れ施設 

　ロ　電解式洗浄施設 

　ハ　カドミウム電極又は鉛電極の化成施設 

　ニ　水銀精製施設 

　ホ　廃ガス洗浄施設 

63の２　空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設　　　　　　　　　　〔昭57. 1. 1追加〕 

63の３　石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設　　　　　　〔平13. 7. 1追加〕 

64　ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

　イ　タール及びガス液分離施設 

　ロ　ガス冷却洗浄施設（脱硫化水素施設を含む。） 

64の２　水道施設（水道法（昭和32年法律第177号）第３条第８項に規定するものをいう。）、工業 

        用水道施設（工業用水道事業法（昭和33年法律第84号）第２条第６項に規定するものをい

　　　　う。）又は自家用工業用水道(同法第21条第１項に規定するものをいう。)の施設のうち、 

　　　　浄水施設であって、次に掲げるもの（これらの浄水能力が１日当たり10,000m3未満の事業

　　　　場に係るものを除く。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔昭51. 6. 1追加〕 

　イ　沈でん施設 

　ロ　ろ過施設 
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65　酸又はアルカリによる表面処理施設 

66　電気めっき施設 

66の２　エチレンオキサイド又は一・四－ジオキサンの混合施設（前各号に該当するものを除　　

　　　　く。） 

66の３　旅館業（旅館業法（昭和23年法律第138号）第２条第１項に規定するもの（住宅宿泊事業

　　　　法（平成29年法律第65号）第２条第３項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館

　　　　業法第２条第４項に規定する下宿営業を除く。）をいう。）の用に供する施設であって、次

　　　　に掲げるもの　　　　　　　　　　　　　　　〔昭49.12. 1追加、令 2.12.19一部改正〕 

　イ　ちゅう房施設 

　ロ　洗たく施設 

　ハ　入浴施設 

66の４　共同調理場（学校給食法（昭和29年法律第160号）第５条の２に規定する施設をいう。以

　　　　下同じ。）に設置されるちゅう房施設（業務の用に供する部分の総床面積（以下単に「総

　　　　床面積」という。）が500㎡未満の事業場に係るものを除く。）　　 〔昭63.10. 1追加〕 

66の５　弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設（総床面積が360㎡未満の事業場に

　　　　係るものを除く。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔昭63.10. 1追加〕 

66の６　飲食店（次号及び第66号の８に掲げるものを除く。）に設置されるちゅう房施設（総床面

　　　　積が420㎡未満の事業場に係るものを除く。） 　　　　　　　　　　〔昭63.10. 1追加〕 

66の７　そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しな

　　　　い飲食店（次号に掲げるものを除く。）に設置されるちゅう房施設（総床面積が630㎡未 

　　　　満の事業場に係るものを除く。）　　　　　　　　　　　　　　　　〔昭63.10. 1追加〕 

66の８　料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の

　　　　接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設（総床面積が1,500㎡

　　　　未満の事業場に係るものを除く。）　　　　　　　　　　　　　　　〔昭63.10. 1追加〕 

67　洗たく業の用に供する洗浄施設 

68　写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 

68の２　病院（医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第１項に規定するものをいう。以下同

　　　　じ。）で病床数が300以上であるものに設置される施設であって、次に掲げるもの 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔昭54. 5.10追加〕 

　イ　ちゅう房施設 

　ロ　洗浄施設 

　ハ　入浴施設 

69　と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設　　　　　　　　　　　〔平 2. 5. 1改正〕 

69の２　卸売市場（卸売市場法(昭和46年法律第35号)第２条第２項に規定するものをいう。以下同

　　　　じ。）（主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物

　　　　の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する

　　　　者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのもの

　　　　を除く。）に設置される施設であって、次に掲げるもの（水産物に係るものに限り、これ

　　　　らの総面積が1,000㎡未満の事業場に係るものを除く。） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〔昭51. 6. 1追加、令和 2. 6.21一部改正〕 

　イ 卸売場 

　ロ 仲卸売場 
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70　廃油処理施設（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（昭和45年法律第136号）第３条第

　　14号に規定するものをいう。） 

70の２　自動車特定整備事業（道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第77条に規定するものを

　　　　いう。以下同じ。）の用に供する洗車施設（屋内作業場の総面積が800㎡未満の事業場に係

　　　　るもの及び次号に掲げるものを除く。）　　 〔昭57. 1. 1追加、令和 2. 4. 1一部改正〕 

71　自動式車両洗浄施設 

71の２　科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関する研究、試験、検査又は専門教育を 

　　　　行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であっ　

　　　　て、次に掲げるもの　　　　　　　　　　　〔昭49.12. 1追加　昭51. 1.30一部改正〕 

  イ　洗浄施設 

　ロ　焼入れ施設 

 

 ※　水質汚濁防止法施行規則（参考） 

 　第１条の２　令別表第１第71号の２の環境省令で定める事業場は、次に掲げる事業場とす

 　　　　　　る。 

 　　(1) 国又は地方公共団体の試験研究機関（人文科学のみに係るものを除く。） 

 　　(2) 大学及びその附属試験研究機関（人文科学のみに係るものを除く。） 

 　　(3) 学術研究（人文科学のみに係るものを除く｡）又は製品の製造若しくは技術の改良､

 　　　考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(前２号に該当するものを除く。) 

 　　(4) 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、

 　　　専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設 

 　　(5) 保　　健　　所 

 　　(6) 検　　疫　　所 

 　　(7) 動 物 検 疫 所 

 　　(8) 植 物 検 疫 所 

 　　(9) 家畜保健衛生所 

 　　(10) 検査業に属する事業場 

 　　(11) 商品検査業に属する事業場 

 　　(12) 臨床検査業に属する事業場 

 　　(13) 犯罪鑑識施設

 

71の３　一般廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第８ 

　　　　条第１項に規定するものをいう。）である焼却施設　　　　　　　〔昭54. 5.10追加〕 
 
71の４　産業廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第１項に規定するものを

　　　　いう。）のうち、次に掲げるもの　　　　　　〔昭57. 1. 1追加、平10. 6.17一部改正〕 

　イ　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）第７条第１号、第３号

　　から第６号まで、第８号又は第11号に掲げる施設であって、国若しくは地方公共団体又は産業

　　廃棄物処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条第４項に規定する産業廃棄物の処

　　分を業として行う者（同法第14条第６項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを

　　要しない者及び同法第14条の４第６項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要

　　しない者を除く。）をいう。）が設置するもの 

　ロ　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第７条第12号から第13号までに掲げる施設 
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 ※　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（参考） 

 　第７条第１号　汚泥脱水施設（処理能力10ｍ3／日超） 

 　　　　第３号　汚泥焼却施設（ＰＣＢ処理物を除く。）で次のいずれかに該当するもの 

 　　　　　　　　①処理能力５ｍ3／日超 

 　　　　　　　　②処理能力200㎏／時以上 

 　　　　　　　　③火格子面積２ｍ２以上 

 　　　　第４号　廃油油水分離施設（処理能力10ｍ3／日超） 

 　　　　第５号　廃油焼却施設（廃ＰＣＢ等を除く。）で次のいずれかに該当するもの 

 　　　　　　　　①処理能力１ｍ3／日超 

　　 　　　　　　　　②処理能力200㎏／時以上 

　　 　　　　　　　　③火格子面積２ｍ２以上 

　　 　　　　第６号　廃酸又は廃アルカリ中和施設（処理能力50ｍ3／日超） 

　　 　　　　第８号　廃プラスチック類焼却施設（ＰＣＢ汚染物等を除く。）で次のいずれかに

　　 　　　　　　　　該当するもの 

　　 　　　　　　　　①処理能力100㎏／日超 

 　　　　　　　　②火格子面積２ｍ２以上 

 　　　　第11号　汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物分解施設 

 　　　　第12号　廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物の焼却施設 

 　　　　第12号の２　廃ＰＣＢ等又はＰＣＢ処理物の分解施設 

 　　　　第13号　ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物の洗浄施設 

 （ただし、第３号、第５号、第８号及び第12号のうち特定施設に該当するのは、排ガス処理

 　施設として「湿式廃ガス洗浄施設」を有する施設に限る。）

 

71の５　トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設（前各号

　　　　に該当するものを除く。）　　　　　　　　　〔平３.10. 1追加、平12. 3. 1一部改正〕 

71の６　トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設（前各号に該

　　　　当するものを除く。）　　　　　　　　　　　〔平３.10. 1追加、平12. 3. 1一部改正〕 

72　し尿処理施設（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第32条第１項の表に規定する算定

　　方法により算定した処理対象人員が500人以下のし尿浄化槽を除く。） 

73　下水道終末処理施設 

74　特定事業場から排出される水（公共用水域に排出されるものを除く。）の処理施設（前２号に

　　掲げるものを除く。）
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(2) みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例に定める汚
　水等排出施設 

 

 

条例で定める規制の概要 

１　次に示す施設を汚水等排出施設と定め、カドミウム等の有害物質、水素イオン濃度等の項目につ

　いて、規制をしている（項目および許容限度については、排水基準を定める省令別表第１及び別表

　第２で規定しているものと同じ。）。 

 

　汚水等排出施設 

  １  理化学の実験及び試験研究並びに理化学的検査の用に供する施設（水質汚濁防止法（昭和45年

    法律第138号）第２条第２項に規定する特定施設を除く。）であって、次に掲げるもの 

    ア　学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する高等学校及び中等教育学校（後期課程

　　　に限る。）の理化学の実験の用に供する施設 

    イ　工場及び事業場並びに医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第１項に規定する病院の

　　　理化学の試験研究及び理化学的検査の用に供する施設
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(3) 届　出　様　式 

 

１　水質汚濁防止法関係 

　・（様式第１）特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書 

　　（変更説明書） 

　　（別紙１）特定施設の構造 

　　（別紙１の２）特定施設の設備 

　　（別紙２）特定施設の使用方法 

　　（別紙３）汚水等の処理の方法 

　　（別紙４）排出水の汚染状態及び量 

　　（別紙６）用水及び排水の系統 

　　（別紙７）有害物質使用特定施設の構造 

　　（別紙８）有害物質使用特定施設の使用の方法 

　　（別紙９）汚水等の処理の方法 

　　（別紙10）特定地下浸透水の浸透の方法 

　　（別紙11）特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 

　　（別紙12）有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の構造 

　　（別紙13）有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の設備 

　　（別紙14）有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の使用の方法 

　　（別紙15）用水及び排水の系統（搬入及び搬出の系統） 

　　（参考様式）有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る設備の概要 

　　（その他参考事項） 

　・（様式第５）氏名等変更届出書 

　・（様式第６）特定施設（有害物質貯蔵指定施設）使用廃止届出書 

　・（様式第７）承継届出書 

 

２　みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例関係 

　・（様式第９号）汚水等排出施設設置（使用、変更）届出書 

　　（変更説明書） 

　　（別紙１）汚水等排出施設の構造 

　　（別紙２）汚水等排出施設の使用の方法 

　　（別紙３）汚水等の処理の方法 

　　（別紙４）排出水の汚染状態及び量 

　　（別紙５）用水及び排水の系統 

　　（その他参考事項） 

  ・（様式第４号）氏名等変更届出書 

  ・（様式第５号）汚水等排出施設使用廃止届出書 

  ・（様式第６号）承継届出書 

 

３　その他 

　　（工事実施制限の期間短縮願） 

　　（委任状） 

　　（審査表） 

　　（事故時の措置届出書） 
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様式第１（第３条関係）（表面） 
 

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書 
 

　　　　　年　　月　　日 
 
宮崎県知事　　　　　　　殿 
 
 
                                                      氏名又は名称及び住所並びに 
                                         届出者                                         
                                                      法人にあってはその代表者の氏名 
 
 
　水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定によ
り、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

  

工場又は事業場の名称 ※整 理 番 号

   

工場又は事業場の所在地 ※受理年月日       年　　月　　日

   

 特定施設の種類 ※施 設 番 号

 

 

 有害物質使用特定施設の該当の有無 有 □　　無 □ ※審 査 結 果

 

第 △特定施設の構造    別紙１のとおり。 ※備　　　考

５

条 △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の  別紙１の２のとおり。

第 場合に限る。）

１

項 △特定施設の使用の方法    別紙２のとおり。

関

係 △汚水等の処理の方法    別紙３のとおり。

△排出水の汚染状態及び量    別紙４のとおり。

△排出水の排水系統別の汚染状態及び量    別紙５のとおり。

△排出水に係る用水及び排水の系統    別紙６のとおり。

 有害物質使用特定施設の種類

第

５ △有害物質使用特定施設の構造    別紙７のとおり。

条

第 △有害物質使用特定施設の使用の方法    別紙８のとおり。

２

項 △汚水等の処理の方法    別紙９のとおり。

関

係 △特定地下浸透水の浸透の方法    別紙10のとおり。

△特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統    別紙11のとおり。
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　様式第１　（裏面） 

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定 □有害物質使用特定施設 

 施設の別 □有害物質貯蔵指定施設

 

 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙12のとおり。

第 定施設の構造

５

条 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙13のとおり。

第 定施設の設備

３

項 △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指    別紙14のとおり。

関 定施設の使用の方法

係

△施設において製造され、使用され、若しく    別紙15のとおり。

は処理される有害物質に係る用水及び排水の

系統又は施設において貯蔵される有害物質に

係る搬入及び搬出の系統

 

 

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指

　　　　定地域特定施設にあっては、名称）を記載すること。 

　　　２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用

特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。 

　　　３　有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。 

　　　４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。 

　　　５　※印の欄には、記載しないこと。 

　　　６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄

　　　　を設けること。 

　　　７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。 

　　　８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。 
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変　更　説　明　書 

変 

更 

の 

目 

的

  特定施設の構造の変更

 い

 ず 特定施設の使用の方法の変更

 れ

 か 汚水等の処理の方法の変更

 に

 ○ 排出水の汚染状態及び量の変更

 変 

 排出水に係る用水及び排水の系統の変更

 更 

 

 の 

 

 内 

 

 容

そ 

の 

他 

特 

記 

事 

項



- 116 -

　別紙１ 

特定施設の構造 

工 場 又 は 事 業 場 に 
 
お け る 施 設 番 号

 
特定施設番号及び名称 

 
型　　　　　　　　　式
　　　　

 
構　　　　　　　　　造

 
主 要 寸 法
   

 
能　　　　　　　　　力
　　　　

 
配　　　　　　　　　置

   
設   置   年   月   日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

   
工 事 着 手 予 定 年 月 日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

   
工 事 完 成 予 定 年 月 日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

   
使 用 開 始 予 定 年 月 日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

そ　の　他　参　考　と 
 
な る べ き 事 項

備　考　配置の欄には、特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。
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　別紙１の２ 

特定施設の設備 

工 場 又 は 事 業 場 に 
 
お け る 施 設 番 号

 
特定施設番号及び名称 

 
設　　　　　　　　　備
　　　　

 
構　　　　　　　　　造

 
主 要 寸 法
   

 
配　　　　　　　　　置
　　　　

   
設   置   年   月   日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

   
工 事 着 手 予 定 年 月 日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

   
工 事 完 成 予 定 年 月 日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

   
使 用 開 始 予 定 年 月 日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

そ　の　他　参　考　と 
 
な る べ き 事 項

備考　１　有害物質使用特定施設に該当しない場合には、本様式を提出することを要しない。 

　　　２　配置の欄には、当該特定施設の設備の配置を記載すること。
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　別紙２ 

特定施設の使用の方法 

工 場 又 は 事 業 場 に 
 
お け る 施 設 番 号

特定施設番号及び名称

設 置 場 所

操   業   の   系   統

使 用 時 間 間 隔

 
１日当たりの使用時間

 
使 用 の 季 節 的 変 動

 
原材料(消耗資材を含む。)
の種類、使用方法及び１
日 当 た り の 使 用 量

     種類・項目 通　　常 最　　大 通　　常 最　　大
 
 
 
 
 
汚
水
等
の
汚
染
状
態

汚   水   等   の   量 通　　常 最　　大 通　　常 最　　大
 

（ｍ3／日）

そ　の　他　参　考　と 
 
な る べ き 事 項

  備考　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項につい 

  　　て記載すること。
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　別紙３ 

汚水等の処理の方法 

工 場 又 は 事 業 場 に 
 
お け る 施 設 番 号

 
処理施設の設置場所

設   置   年   月   日           年　　　月　　　日           年　　　月　　　日

工事着手予定年月日           年　　　月　　　日           年　　　月　　　日

工事完成予定年月日           年　　　月　　　日           年　　　月　　　日

使用開始予定年月日           年　　　月　　　日           年　　　月　　　日

種　類　及　び　型　式

構　　　　　　　　　造

主 要 寸 法

能　　　　　　　　　力

処   理   の   方   式

処   理   の   系   統

集水及び導水の方法

使　用　時　間　間　隔

１日当たりの使用時間

使 用 の 季 節 変 動

消耗資材の１日当たりの 
 
用　途　別　使　用　量

  通　　常 最　　大 通　　常 最　　大
 種類・項目 
  処理前  処理後  処理前  処理後  処理前  処理後  処理前  処理後
汚
水
等
の
汚
染
状
態
及
び
量

量（ｍ3／日）

残さの種類、１月間の種   
 
類別生成量及び処理方法

排 出 水 の 排 出 方 法     

 
その他参考となるべき事項

備考　１　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項に

　　　　ついて記載すること。 

　　　２　排出水の排出方法の欄には、排出口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。  
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　別紙４ 

排出水の汚染状態及び量 

工 場 又 は 事 業 場 に 

お け る 施 設 番 号

     種類・項目 通　　常 最　　大 通　　常 最　　大

 

 

 

 

 

排

出

水

の

汚

染

状

態

 通　　常 最　　大 通　　常 最　　大

 

排   出   水   の   量 

           （ｍ3／日）

 

そ　の　他　参　考　と

な　る　べ　き　事　項

備考　排出水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項につ

　　いて記載すること。    
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　別紙６ 

用水及び排水の系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用水及び排水の系統

 用　　　　　途 使　　用　　水  用水使用量（ｍ3／日）

 

       

 

       

用　　　途　　　別 

       

用　水　使　用　量
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　別紙７ 

有害物質使用特定施設の構造 

工 場 又 は 事 業 場 に 
 
お け る 施 設 番 号

特定施設号番号及び名称

 

型　　　　　　　　　式

 

構　　　　　　　　　造

 

主 要 寸 法

 

能　　　　　　　　　力

 

配　　　　　　　　　置

設   置   年   月   日       年　　　月　　　日       年　　　月　　　日

工 事 着 手 予 定 年 月 日       年　　　月　　　日       年　　　月　　　日 

工 事 完 成 予 定 年 月 日       年　　　月　　　日       年　　　月　　　日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日       年　　　月　　　日       年　　　月　　　日 

 

 

その他参考となるべき事項

　備考　配置の欄には、当該有害物質使用特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を 
      記載すること。
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　別紙８ 

有害物質使用特定施設の使用の方法 

工 場 又 は 事 業 場 に 
 
お け る 施 設 番 号

特定施設番号及び名称

設 置 場 所

操   業   の   系   統

使 用 時 間 間 隔

 
１日当たりの使用時間

 
使 用 の 季 節 的 変 動

 
原材料(消耗資材を含む)
の種類、使用方法及び１
日 当 た り の 使 用 量

 種　　類 通　　常 最　　大 通　　常 最　　大
 
 
 
 
 
汚
水
等
の
汚
染
状
態

汚   水   等   の   量 通　　常 最　　大 通　　常 最　　大
 

（ｍ3／日）

そ　の　他　参　考　と 
 
な る べ き 事 項

  備考　汚水等の汚染状態の欄には、有害物質による汚染状態について記載すること。 
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　別紙９ 

汚水等の処理の方法 

工 場 又 は 事 業 場 に
お け る 施 設 番 号

処理施設の設置場所

設   置   年   月   日           年　　　月　　　日           年　　　月　　　日

工事着手予定年月日           年　　　月　　　日           年　　　月　　　日

工事完成予定年月日           年　　　月　　　日           年　　　月　　　日

使用開始予定年月日           年　　　月　　　日           年　　　月　　　日

種　類　及　び　型　式

構　　　　　　　　　造

主 要 寸 法

能　　　　　　　　　力

処   理   の   方   式

処   理   の   系   統

集水及び導水の方法

使　用　時　間　間　隔

１日当たりの使用時間

使 用 の 季 節 変 動

消耗資材の１日当たりの
用　途　別　使　用　量

  通　　常 最　　大 通　　常 最　　大
 種　　類
汚  処理前  処理後  処理前  処理後  処理前  処理後  処理前  処理後
水
等
の
汚
染
状
態
及
び
量

量（ｍ3／日）

残さの種類、１月間の種   
類別生成量及び処理方法

 
その他参考となるべき事項

  備考　汚水等の汚染状態の欄には、有害物質による汚染状態について記載すること。
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　別紙10 

特定地下浸透水の浸透の方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
浸 透 施 設 の 位 置

 
 
 
浸 透 施 設 の 数

 工場又は事業場 
  

浸 における施設番号
 

        
透   通　　常  最　　大  通　　常  最　　大  通　　常  最　　大

  
 量（ｍ3／日）
水

 
 
 
そ の 他 参 考 と
な る べ き 事 項
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　別紙11 

特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用水及び排水の系統

 用　　　　　途 使　　用　　水 用水使用量（ｍ3／日）

 

 

 

 

用　　　途　　　別 

 

用　水　使　用　量
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　別紙12 
有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の構造 

工 場 又 は 事 業 場 に 
 
お け る 施 設 番 号

有害物質使用特定施設 
又は有害物質貯蔵指定 
施設の別

 
型　　　　　　　　　式
　　　　

 
構　　　　　　　　　造

 
主 要 寸 法
   

 
能　　　　　　　　　力
　　　　

 
配　　　　　　　　　置

 
床 面 及 び 周 囲

   
設   置   年   月   日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

   
工 事 着 手 予 定 年 月 日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

   
工 事 完 成 予 定 年 月 日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

   
使 用 開 始 予 定 年 月 日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

そ　の　他　参　考　と 
 
な る べ き 事 項

備考　配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設及びこれに関連する主要
機械又は主要装置の配置を記載すること。



- 128 -

　別紙13 

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の設備 

工 場 又 は 事 業 場 に 
 
お け る 施 設 番 号

有害物質使用特定施設 
又は有害物質貯蔵指定 
施設の別

 
設　　　　　　　　　備
　　　　

 
構　　　　　　　　　造

 
主 要 寸 法
   

 
配　　　　　　　　　置
　　　　

   
設   置   年   月   日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

   
工 事 着 手 予 定 年 月 日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

   
工 事 完 成 予 定 年 月 日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

   
使 用 開 始 予 定 年 月 日         年　　　月　　　日         年　　　月　　　日

そ　の　他　参　考　と 
 
な る べ き 事 項

備考　配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備の配置を記載する

こと。
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　別紙14 

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の使用の方法 

工 場 又 は 事 業 場 に 

 

お け る 施 設 番 号

有害物質使用特定施設 

又は有害物質貯蔵指定 

施設の別

 

設 置 場 所

 

操   業   の   系   統

 

使 用 時 間 間 隔

 

１日当たりの使用時間

 

使 用 の 季 節 的 変 動

原材料(消耗資材を含

む。)の種類、使用方法

及び１日当たりの使用量

（有害物質使用特定施設

の場合に限る。）

貯蔵する有害物質の種類 

（有害物質貯蔵指定施設 

の場合に限る。）

そ　の　他　参　考　と 

 

な る べ き 事 項

  備考　有害物質貯蔵指定施設の場合には、使用時間間隔の欄及び１日当たりの使用時間の欄には、それ

ぞれ当該施設への有害物質を含む水の供給時における当該施設の使用時間間隔及び使用時間を記載

すること。 
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　別紙15 

用水及び排水の系統（搬入及び搬出の系統） 

 

 

 

施設において製造さ

れ、使用され、若し

くは処理される有害

物質に係る用水及び

排水の系統（有害物

質使用特定施設の場

合に限る。）又は貯

蔵される有害物質に

係る搬入及び搬出の

系統（有害物質貯蔵

指定施設の場合に限

る。）

 用　　　　　途 使　　用　　水  用水使用量（ｍ3／日）

 

       

 

       

用　　　途　　　別 

       

用　水　使　用　量

      

      

  

  備考　有害物質貯蔵指定施設の場合には、用途別用水使用量の欄には記載しないこと。
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（参考様式） 

 

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る設備の概要 

特定施設の種類 有害物質の 設備名等 構造基準 点検頻度 点検方法 点検事項 

種 類
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その他参考事項 
イ　参考事項 

 
 
 工 場 敷 地 面 積

 
 
 工 場 建 坪 面 積 
 

  
  

 操 業 時 間               　　時 ～ 　　　時

 
 
 従 業 者 数

 
 
 用 途 地 域

 
 
 主 要 製 品 名

 
 
 そ の 他

  
 （氏名） 
 記 載 責 任 者  

  
（電話）

 （事務所名） 
  

                
 設 計 事 務 所 等 （担当者） 

  
 
（電話）

ロ　工場周辺の見取図（添付第　　　図のとおり） 
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  様式第５ 

氏名等変更届出書 

                                                                              年　　月　　日 

  宮崎県知事　　　　　　　殿 
   

   
                                                        氏名又は名称及び住所並びに                                       届　出　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          法人にあってはその代表者の氏名 

   

   

   氏名（名称、住所、所在地）に変更があったので、

   □大気汚染防止法第 11 条（第 17 条の 13 第２項、 

 　第 18 条の 13 第２項及び第 18 条の 36 第２項 

 　において準用する場合を含む。） 

　 □騒音規制法第 10 条 

　 □振動規制法第 10 条 
                                                          の規定により、次のとおり届け出ます。 
　 □水質汚濁防止法第 10 条　　　　　　　　　　　　　　　　 

　 □湖沼水質保全特別措置法第 17 条第２項 

　 □瀬戸内海環境保全特別措置法第９条 

　 □特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第１３条第２項 

　 □ダイオキシン類対策特別措置法第 18 条 

   

 変 更 前 ※整 理 番 号

 

変 更 の 内 容

   

変 更 後 ※受理年月日 　年　月　日

変   更   年   月   日 　　　　　年　　　　　月　　　　　日 ※施 設 番 号

  

変   更   の   理   由 ※備　　　考

　　備　考　１　※印の欄には、記載しないこと。 

　　　　　　２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

参考 

工場又は事業場の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
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様式第６ 

 

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）使用廃止届出書 

 

年　　月　　日　　 

 

宮崎県知事　　　　　　殿 

 

                                                      氏名又は名称及び住所並びに 

                                    届　出　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        法人にあってはその代表者の氏名 

 

 

 

　特定施設（有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設）の使用を廃止したので、水質汚濁防止

法第10条の規定により、次のとおり届け出ます。

  

工場又は事業場の名称 ※整 理 番 号

   

工場又は事業場の所在地 ※受理年月日 　年　月　日

  

特 定 施 設 の 種 類 ※施 設 番 号

特定施設又は有害物質 ※備　　　考

貯蔵指定施設の設置場所

使 用 廃 止 の 年 月 日 　　　　　年　　　　　月　　　　　日

 

使 用 廃 止 の 理 由

　　備考　１　水質汚濁防止法第５条第３項の規定による届出のあった施設の使用廃止の届出である場合

には、特定施設の種類の欄には記載しないこと。 

　　　　　２　※印の欄には、記載しないこと。 

　　　　　３　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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様式第７ 

承　継　届　出　書 

　　　　　年　　月　　日　 

宮崎県知事　　　　　　殿 

  

                                                      氏名又は名称及び住所並びに                                     届　出　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        法人にあってはその代表者の氏名 

　□ばい煙発生施設（揮発性有機化合物排出施設、 
　一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、 
　水 銀 排 出 施 設 設 置） 

　□特定施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　□指定施設 
　□水道水源特定施設 
 
　□大気汚染防止法第 12 条第３項（第 17 条の 13 第２項、 

　第 18 条の 13 第２項及び第 18 条の 36 第２項 
　において準用する場合を含む。） 

　□騒音規制法第 11 条第３項 
　□振動規制法第 11 条第３項 
　□水質汚濁防止法第 11 条第３項　　　　　　　　　　　　　 
　□湖沼水質保全特別措置法第 18 条第２項 
　□瀬戸内海環境保全特別措置法第 10 条第３項 
　□特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第 14 条第２項 
　□ダイオキシン類対策特別措置法第 19 条第３項 
 

  
  工場又は事業場の名称 ※整 理 番 号

  工場又は事業場   
                  の所在地 ※受理年月日 　年　月　日
  指定施設

  施設  
  

  特定施設  
                    の種類 ※施 設 番 号
  指定施設 
 
  水道水源特定施設

  施設 ※備　　　考
  特定施設  
  水道水源特定施設

  
承 継 の 年 月 日 　　　　　年　　　　月　　　　日

  
 氏名又は名称
 
被 承 継 者

 
住　　　　　所

 
承 継 の 原 因

　　備考　１　水質汚濁防止法第５条第３項の規定による届出のあった施設の使用廃止の届出である場合
には、特定施設の種類の欄には記載しないこと。 

　　　　　２　※印の欄には、記載しないこと。 
　　　　　３　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
参考 

被承継工場又は事業場の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

に係る届出者の地位を継承したので、 

の規定により、次のとおり届け出ます。 
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  様式第９号（第26条関係） 
                                                                                             

 
汚水等排出施設設置（使用・変更）届出書 

 
                                                                              年　　月　　日 
 
 
  宮崎県知事　  殿 
　  

 

 

                             　                       住所 

                              　                      氏名                               

　　　　　　　　　　　　　                法人にあっては、その主たる事業所 

                   の所在地並びに名称及び代表者の氏名 

   
  みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例第37条（第38条、第39条）の規定により、汚水等排
出施設について、次のとおり届け出ます。 

工場又は事業場の名称 ※整理番号

工場又は事業場の所在地 ※受理年月日    　　年　 月 　日

汚水等排出施設の種類 ※施設番号

△汚水等排出施設の構造 　別紙１のとおり ※審査結果

△汚水等排出施設の使用の方法   別紙２のとおり   

 

△汚水等の処理の方法   別紙３のとおり ※備　　考 

△排出水の汚染状態及び量   別紙４のとおり

△排出水に係る用水及び排水の系統   別紙５のとおり

備考　１　汚水等排出施設の種類の欄には、みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例施行規則別表第３ 

　　　　に掲げる号番号及び名称を記載すること。 

　　　２　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。 

　　　３　※印の欄には、記載しないこと。 

　　　４　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。 

　　　５　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ4とすること。
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変　更　説　明　書 

変 

更 

の 

目 

的

  汚水等排出施設の構造の変更

 い

 ず 汚水等排出施設の使用の方法の変更

 れ

 か 汚水等の処理の方法の変更

 に

 ○ 排出水の汚染状態及び量の変更

 変 

 排出水に係る用水及び排水の系統の変更

 更 

 

 の 

 

 内 

 

 容

そ 

の 

他 

特 

記 

事 

項
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　別紙１ 

 
汚水等排出施設の構造 

 
工場又は事業場における施設番号

 
汚水等排出施設号番号及び名称

 
型　　　　　　　　　　　　　式

 
構　　　　　　　　　　　　　造

 
主 要 寸 法

 
能　　　　　　　　　　　　　力

 
配　　　　　　　　　　　　　置

   
設 置 年 月 日 　　　年　　　月　　　日   　  年　　　月　　　日

   
工 事 着 手 予 定 年 月 日 　　　年　　　月　　　日     　年　　　月　　　日

   
工 事 完 成 予 定 年 月 日 　　　年　　　月　　　日     　年　　　月　　　日

   
使 用 開 始 予 定 年 月 日 　　　年　　　月　　　日     　年　　　月　　　日

 
そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項

備考　配置の欄には、当該汚水等排出施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載 

　　すること。
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　別紙２ 

 

汚水等排出施設の使用の方法 

工場又は事業場に 

おける施設番号

汚水等排出施設号番号 

及び名称

設置場所

操業の系統

使用時間間隔

 

1日当たりの使用時間 

使　用　の 

季節的変動

　　原材料（消耗資 

　　材を含む。）の 

　　種類、使用方法 

　　及び１日当たり 

　　の使用量

汚     種類・項目 通　　常 最　　大 通　　常 最　　大

水

等

の

汚

染

状

態

汚水等の量 通　　常 最　　大 通　　常 最　　大

 

（ｍ3／日）

その他参考と 

なるべき事項

  備考　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について 

  　　記載すること。
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　別紙３ 
汚水等の処理の方法 

工場又は事業場に 
おける施設番号

 
処理施設の設置場所 

設置年月日           年　　　月　　　日           年　　　月　　　日

工事着手予定年月日           年　　　月　　　日           年　　　月　　　日

工事完成予定年月日           年　　　月　　　日           年　　　月　　　日

使用開始予定年月日           年　　　月　　　日           年　　　月　　　日

種類及び型式

構　　　　造

主要寸法

能　　　　力

処理の方式

処理の系統

集水及び導水の方法

使用時間間隔

1日当たりの使用時間

使用の季節変動

消耗資材の1日当たりの  
用途別使用量

汚  通　　常 最　　大 通　　常 最　　大
水 種類・項目 
等  処理前  処理後  処理前  処理後  処理前  処理後  処理前  処理後
の
汚
染
状
態

 汚水等の量（ｍ3／日）

残さの種類、1月間の種   
類別生成量及び処理方法

排出水の排出方法     

 
その他参考となるべき事項

備考　１　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項に
　　　　ついて記載すること。 
　　　２　排出水の排出方法の欄には、排水口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。    
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　別紙４ 

 

排出水の汚染状態及び量 

　工場又は事業場にお 

　ける施設番号

     種類・項目 通　　常 最　　大 通　　常 最　　大

 

 

 

 

 

排

出

水

の

汚

染

状

態

 通　常 最　大 通　常 最　大

 

排 出 水 の 量 

（ｍ3／日） 

 

その他参考と 

なるべき事項 

備考　排出水の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項に 

　　ついて記載すること。    
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　別紙５ 

 

用水及び排水の系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用水及び排水の系統

 用　　　　　途 使　　用　　水  用水使用量（ｍ3／日）

 

       

 

       

用　　　途　　　別 

       

用　水　使　用　量

      

      

  



- 143 -

その他参考事項 
イ　参考事項 

 
 
 工 場 敷 地 面 積

 
 
 工 場 建 坪 面 積 
 

  
  

 操 業 時 間               　　時 ～ 　　　時

 
 
 従 業 者 数

 
 
 用 途 地 域

 
 
 主 要 製 品 名

 
 
 そ の 他

  
 （氏名） 
 記 載 責 任 者  

  
（電話）

 （事務所名） 
  

                
 設 計 事 務 所 等 （担当者） 

  
 
（電話）

ロ　工場周辺の見取図（添付第　　　図のとおり）
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様式第４号（第19条関係） 
 

 

氏 名 等 変 更 届 出 書  

 

年　　　月　　　日 

 

宮崎県知事　殿 

　  

                             　                 　　 　 住所 

                              　                 　　　 氏名                           

　　　　　　　　　　　　　         　       法人にあっては、主たる事業所の 

                                                 　     所在地並びに名称及び代表者の氏名　　 

 

氏名（名称、住所、所在地）に変更があったので、みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条

例第25条（第35条第１項、第46条）の規定により、次のとおり届け出ます。 

   
   

 変 更 前 ※ 整 理 番 号 
変更の  

 
 

内　容     
   

変 更 後 ※ 受 理 年 月 日 年　　月　　日

   
変 更 年 月 日 年　　　　月　　　　日 ※ 施 設 番 号 

  
  

変 更 の 理 由 ※ 備 　 　 考 

備考　１　※印の欄には、記載しないこと。 

　　　２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4 とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

参考 

工場又は事業場の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
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様式第５号（第19条関係） 

 

 

使 用 廃 止 届 出 書 

年　　月　　日 

 

宮崎県知事　殿

　  

                             　                       住所 

                              　                      氏名                             

　　　　　　　　　　　　　                法人にあっては、主たる事業所の 

                                                      所在地並びに名称及び代表者の氏名　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

　ばい煙発生施設（一般粉じん発生施設、汚水等排出施設）の使用を廃止したので、みやざき県民

の住みよい環境の保全等に関する条例第25条（第35条第１項、第46条）の規定により、次のとおり届 

け出ます。

  
工場又は事業場の名称 ※整 理 番 号

   
工場又は事業場の所在地 ※受理年月日 　　　年　　月　　日

  
施 設 の 種 類 ※施 設 番 号

  
施 設 の 設 置 場 所  

 
 

  ※備　　　考
使 用 廃 止 の 年 月 日 　　　　　年　　　月　　　日

 
使 用 廃 止 の 理 由

　　備考　１　※印の欄には、記載しないこと。 

　　　　　２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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　　　　　様式第６号（第20条関係） 

 
 

承  継  届  出  書  

年　　　月　　　日 
 
宮崎県知事　殿 
  

                             　                       住所 
                              　                      氏名                             
　　　　　　　　　　　　　                法人にあっては、主たる事業所の 
                                                      所在地並びに名称及び代表者の氏名　　 
 
　　　　       
                                                                 
ばい煙発生施設（一般粉じん発生施設、汚水等排出施設）に係る届出者の地位を承継したので、

みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例第26条第３項（第35条第１項、第46条）の規定により、
次のとおり届け出ます。 

  
工場又は 事業場の名称 ※ 整 理 番 号 

   
工場又は事業場の所在地 ※ 受 理 年 月 日 年 　月 　日

  
施 設 の 種 類 ※ 施 設 番 号 

  
施 設 の 設 置 場 所  

 
 

   
承 継 の 年 月 日 年　　　月　　　日  

※ 備 　 　 考 

  
 氏 名 又 は 名 称 
 

被承継者
 

住 所 

 
承 継 の 原 因

　備考　１　※印の欄には、記載しないこと。 
　　　　２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4 とすること。 
 
 
参考 

被承継工場又は事業場の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
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工事実施制限の期間短縮願 

年　　　月　　　日 
宮崎県知事　　　　　　殿 
                                                        氏名又は名称及び住所並びに法 
 
                                                        人にあってはその代表者の氏名 
 
 
 
                                              届　出　者 
 
                                                                                         
 
　水質汚濁防止法第９条第２項（みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例第41条第２項）

に基づき、工事実施制限の期間を下記により短縮くださるようお願いします。

  工場又は事業場の  
 ※整 理 番 号
  名　　　　　　称

  工場又は事業場の   
 ※受 理 年 月 日     ．  ．
  所     在     地

          －
  

  特定施設の種類 ※施 設 番 号

届 出 工 事 着 手  工 事 着 手 希 望  
   　　年　　　月　　　日    　　年　　　月　　　日  
予 定 年 月 日 年 月 日                       

届 出 工 事 完 成  短縮後工事完成  
   　　年　　　月　　　日    　　年　　　月　　　日  
予 定 年 月 日 予 定 年 月 日                       

届 出 使 用 開 始  使 用 開 始  
   　　年　　　月　　　日    　　年　　　月　　　日
予 定 年 月 日 年 月 日

期間短縮を必要とする理由

   
記載責任者 所　属   電　話

    ※欄は記入しないこと。 

※判定 理由
 
適・否
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委　　　任　　　状 

 

 

 

 

　私は、　　　　　　　　　　　　　を代理人として、次の権限を

委任します。 

 

 

 

　特定工場における公害防止組織の整備に関する法律、大気汚染防

止法、水質汚濁防止法及びみやざき県民の住みよい環境の保全等に

関する条例の規定に基づく諸届出に関する一切の権限 

 

 

 

            年　　月　　日 

 

 

 

 

 

 

                  本社所在地 
 
                  名　　　称 
 
                  代表者氏名                           
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水質汚濁防止法届出審査表（設置届出・構造等変更届出／第５条第１項関連施設） 

記載事項 審査 記入上の注意

か 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては 届出者の住所、氏名（法人の場合は法人の所在地、名称、代表者の氏名）
 その代表者の氏名 を正確に記入。 
が （法人の場合）届出者に代表権があるか。ない場合には委任状を添付。
 
み 「工場又は事業場の名称」 「特定施設」ではなく、「特定事業場」に係る内容を記入。

「工場又は事業場の所在地」

「特定施設の種類」 施行令別表番号、業種及び施設の種類（(イ)(ロ)……）を漏れなく記入。

「有害物質使用特定施設の該当の有無」 有害物質使用特定施設の該当の有無を記入。

※第５条第２項関連、第５条第３項関連の欄には斜線を引くこと。

委任状 （法人の場合）届出者に代表権がない場合に添付。

変更概要説明書 変更の目的及び内容を記載。
※構造等変更届出時のみ。参考様式有り

別 「工場又は事業場における施設番号」 事業場内における施設の通称を記入。
 
紙 「特定施設番号及び名称」 施行令別表番号、施設の種類（(イ)(ロ)……）を記入。【かがみと照合】
 
１ 「型式」「構造」「主要寸法」 同機種が複数あれば「備考」に“　×３台”のように記入。

「能力」 最大能力を記入。

「配置」 『別添○のとおり』等とし、特定施設及びこれに関連する主要機械又は主
要装置の配置図を添付。

※「設置年月日」には斜線を引くこと。

「工事着手予定年月日」 届出の日から60日以上の日数であること。 
　（無い場合、「期間短縮願」の提出が必要。）

「工事完成予定年月日」 「工事着手予定年月日」から着手した場合の完成予定年月日を記入。

「使用開始予定年月日」 工事完成予定年月日以降であること。

「その他参考となるべき事項」 当該施設が有害物質使用特定施設に該当する場合は、施設の床面及び周囲
の構造等を記入。

別 ※有害物質使用特定施設に該当しない場合は、別紙１の２の提出は不要。 
 　有害物質使用特定施設の設備（接続する配管等及び排水溝等）について記入。
紙 
 「工場又は事業場における施設番号」 別紙１と整合が取れていること。
１ 「特定施設番号及び名称」
 
の 「設備」 有害物質使用特定施設に付帯する配管、排水溝等の設備名称を記入。
 
２ 「構造」 設備の構造（材質等）を記入。検知設備等を有する場合は、その旨を記

入。

「主要寸法」「配置」 別紙１と整合が取れていること。
「設置年月日」「工事予定年月日」 
「工事完成予定年月日」 
「使用開始予定年月日」

「その他参考となるべき事項」 有害物質を含む水が流れない場合は、その旨を記入。

別 「工場及び事業場における施設番号」 別紙１と整合が取れていること。
 「特定施設番号及び名称」
紙 
 「設置場所」 『別添○のとおり』等とし、事業場の図面中にて図示。別紙１の「配置」
２ と兼用しても可。

「操業の系統」 『別添○のとおり』等とし、用水、排水を含むフローシートを添付。

「使用時間間隔」「１日当たりの使用時間」 通常値（平均値）を記入。
「使用の季節的変動」

「原材料の種類、使用方法及び１日当たりの 使用方法を記入。使用量については通常値（平均値）を記入。
使用量」

「汚水等の汚染状況」 少なくとも、排水基準適用の項目について記入。水処理前の「汚水等」の
状況であることに注意。

「汚水等の量」 使用水道量、ポンプ能力等から推定し、妥当であるか。季節操業の場合
は、操業期間中の水量について記入。

別 「工場又は事業場における施設番号」 事業場内における水処理施設の通称を記入。
 
紙 「処理施設の設置場所」 『別添○のとおり』等とし、事業場の図面中にて図示。別紙１の「配置」
 と兼用しても可。
３

「設置年月日」「工事着手予定年月日」 それぞれ、水処理施設に係る年月日を記入すること。
「工事完成予定年月日」 
「使用開始予定年月日」

「種類及び型式」「構造」「主要寸法」 汚水処理計画書（＝設計書）、パンフレット等を添付する場合は、整合を
とること。

「能力」 水処理施設の能力を記入。

「処理の方式」 水処理施設の処理の方式を記入。
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「処理の系統」 『別添○のとおり』等とし、希釈水等を含むフローシートで示す。

「集水及び導水の方法」 『別添○のとおり』等とし、事業場の図面中にて図示。別紙１の「配置」
と兼用しても可。

「使用時間間隔」「１日当たりの使用時間」 通常値（平均値）を記入。
「使用の季節的変動」

「消耗資材の１日当たりの用途別使用量」 水処理施設における消耗資材について通常値（平均値）を記入。

「汚水等の汚染状況及び量」 処理前の量については、上記「能力」以下であること。 
処理前については、別紙２の「汚水等の汚染状況」「汚水等の量」と整合
をとること。

「残さの種類、１月間の種類別生成量及び処 通常値（平均値）を記入。処理方法は適当であるか。
理方法」

「排出水の排出方法」

別 「工場又は事業場における施設番号」 事業場内における排水口の通称を記入。特定施設からの排水に拘らず、す
 べて（雨水のみを排出する排水口についても）記載。
紙 
 「排出水の汚染状況」 別紙３の「汚水等の汚染状況及び量（処理後）」と整合をとること。雨水
４ 排水口については記入不要。

「排出水の量」 別紙３の「汚水等の汚染状況及び量（処理後）」と整合をとること。雨水
排水口については『０ｍ3／ｄ』と記入｡

「その他参考となるべき事項」 雨水排水口については『降雨時のみ排水』と記入。

別 「用水及び排水の系統」 概略を記入。必要に応じて用水及び排水の系統が分かる図面を添付。
紙
６ 「用途別用水使用量」 「用水使用量」＝「最大排水量」＋「排水されない水量（ボイラー用水、

原料用水、温調用水）」－「再利用水」　となっているか。

そ 「工場敷地面積」「工場建坪面積」 それぞれ記入。
の 「操業時間」「従業者数」「用途地域」
他
参 「主要製品名」 製造業の場合に記入。
考
事 「記載責任者」 工場又は事業場内の担当者について記入。
項

「設計事務所等」 設計事務所等が関係している場合に記入。

「工場周辺の見取り図」 『別添○のとおり』等とし、図面を添付。 
事業場周辺の目標物及び排出先河川等の名称を記入。

「有害物質使用特定施設に係る設備の概要」 有害物質使用特定施設に該当する場合、提出。 
 ※参考様式有り 特定施設の種類、使用等する有害物質の種類、設備名等、構造基準、設備

の点検頻度、方法及び点検事項が記載されているか。 
構造基準等については別途審査表において確認。

　・別紙に添付する図面については兼用可。 
　・構造等変更届出の場合、別紙1から6については変更に係る部分についてのみの作成でもよい。なお、作成の際は変更前（設置届出　

　　書(若しくは直近の変更届出書)の記載内容と照合）と変更後のそれぞれについて作成し、変更箇所が分かるようにすること。 

 

 

 

 

  ＜工事実施制限の期間短縮願＞ 

氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその 【同時に提出される設置届出書(若しくは変更届出書)の記載内容と照合。】
代表者の氏名 
「工場又は事業場の名称」 
「工場又は事業場の所在地」 
「特定施設の種類」

「届出工事着手予定年月日」 【同時に提出される設置届出書(若しくは変更届出書)別紙１の記載内容と照合。】
「届出工事完成予定年月日」 
「届出使用開始予定年月日」

「工事着手希望年月日」 実際に工事の着手を希望する年月日を記入。

「短縮後工事完成予定年月日」 上記の「工事着手希望年月日」に着手できたと仮定した場合の完成予定年
月日を記入。

「使用開始年月日」 上記の「短縮後工事完成予定年月日」に完成したと仮定した場合の使用開
始予定年月日を記入。

「期間短縮を必要とする理由」 期間短縮を必要とする理由を記入。
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水質汚濁防止法届出審査表（設置届出・構造等変更届出／第５条第３項関連施設） 

記載事項 審査 記入上の注意

か 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては 届出者の住所、氏名（法人の場合は法人の所在地、名称、代表者の氏名）
 その代表者の氏名 を正確に記入。 
が （法人の場合）届出者に代表権があるか。ない場合には委任状を添付。
 
み 「工場又は事業場の名称」 「特定施設」ではなく、「特定事業場」に係る内容を記入。

「工場又は事業場の所在地」

「有害物質使用特定施設 該当する施設にレ印を記入すること。
 又は有害物質貯蔵指定施設の別」

※第５条第１項関係、第５条第２項関係の欄には斜線を引くこと。

委任状 （法人の場合）届出者に代表権がない場合に添付。

変更概要説明書 変更の目的及び内容を記載。
※構造等変更届出時のみ。参考様式有り。

別 「工場又は事業場における施設番号」 事業場内における施設の通称を記入。
 
紙 「有害物質使用特定施設 該当する施設名を記入。
  又は有害物質貯蔵指定施設の別」
12

「型式」 社名、型式名等を記入。 
同機種が複数あれば、“　×３台”のように記入。

「構造」 材質を記入。構造図を添付。

「主要寸法」 寸法を記入。異なる寸法の一体設備があれば、それぞれの寸法を記入。

「能力」 貯蔵量を記入。

「配置」 地上若しくは地下が分かるように設置場所を記入。 
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設及びこれに関連する主要
機械又は主要装置の配置図（平面、立面）を添付。

「床面及び周囲」 施設の床面及び周囲の材質、構造等を記入。 
防疫堤等については容量を記入。

「設置年月日」 既設の場合を除き、斜線を引くこと。

「工事着手予定年月日」 届出の日から60日以上の日数であること。 
　（無い場合、「期間短縮願」の提出が必要。）

「工事完成予定年月日」 「工事着手予定年月日」から着手した場合の完成予定年月日を記入。

「使用開始予定年月日」 工事完成予定年月日以降であること。

「その他参考となるべき事項」 特定施設が同一事業場内にある場合、その種類を記入。

別 「工場及び事業場における施設番号」 別紙12と整合が取れていること。
 「有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指
紙 　定施設の別」
 
13 「設備」 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に付帯する配管、排水溝
 等の設備名称を記入。
 
 「構造」 材質を記入。検知設備を有する場合はその旨記入。
 
 「主要寸法」 「設備」欄に記入した設備について寸法を記入。
 

「配置」 地上若しくは地下が分かるように設置場所を記入。配置図（平面、立面）
を添付。

「設置年月日」「工事着手予定年月日」 別紙12に同じ。
「工事完成予定年月日」 
「使用開始予定年月日」

「その他参考となるべき事項」 有害物質を含む水が流れない場合はその旨記入。

別 「工場及び事業場における施設番号」 別紙12と整合が取れていること。
 「有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指
紙 　定施設の別」
 
14 「設置場所」 地上若しくは地下が分かるように設置場所を記入。配置図（平面、立面）
 を添付。
 
 「操業の系統」 施設の用途を記入。製造工程のフローシートを添付。
 
 「使用時間間隔」 使用時間帯（○時～□時など）を記入。 
 有害物質貯蔵指定施設については有害物質を含む水の供給時における使用
 時間間隔を記入。
 
 「１日当たりの使用時間」 １日当たりの平均使用時間を記入。 
 有害物質貯蔵指定施設については有害物質を含む水の供給時における使用
 時間を記入。
 
 「使用の季節的変動」 変動がある場合は”○月　80%稼働”と個別に記入。
 
 「原材料の種類、使用方法及び１日当たりの 施設で使用する原材料の種類、使用方法、１日当たりの使用量を記入。
 　使用量」 
 　※有害物質使用特定施設のみ
 
 「貯蔵する有害物質の種類」 貯蔵する有害物質及びその濃度を記入。
 　※有害物質貯蔵指定施設のみ
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「その他参考となるべき事項」 有害物質使用特定施設の場合、使用する有害物質及びその濃度を記入。 
ただし、「原材料の種類、使用方法及び１日当たりの使用量」に記入して
いる場合は記入不要。

別 ・「施設において製造され、使用され、若し 概略を記入。必要に応じて用水及び排水の系統や有害物質が通る配管等が
紙 　くは処理される有害物質に係る用水及び排 が分かる図面を添付。 
15 　水の系統（有害物質使用特定施設）」 

・「貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出
　の系統（有害物質貯蔵指定施設）」

「用途別用水使用量」 「用水使用量」＝「最大排水量」＋「排水されない水量（ボイラー用水、
  ※有害物質使用特定施設のみ 原料用水、温調用水）」－「再利用水」　となっているか。

そ 「工場敷地面積」「工場建坪面積」 それぞれ記入。
の 「操業時間」「従業者数」「用途地域」
他
参 「主要製品名」 製造業の場合に記入。
考
事 「記載責任者」 工場又は事業場内の担当者について記入。
項

「設計事務所等」 設計事務所等が関係している場合に記入。

「工場周辺の見取り図」 図面を添付。 
事業場周辺の目標物及び排出先河川等の名称を記入。

「有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指 特定施設の種類、使用等する有害物質の種類、設備名等、構造基準、設備
　定施設に係る設備の概要」 の点検頻度、方法及び点検事項が記載されているか。 
　※参考様式有り 構造基準等については別途審査表において確認。

　・別紙に添付する図面については兼用可。 
　・構造等変更届出の場合、別紙12から15については変更に係る部分についてのみの作成でもよい。なお、作成の際は変更前（設置届出

　　書(若しくは直近の変更届出書)の記載内容と照合）と変更後のそれぞれについて作成し、変更箇所が分かるようにすること。 

 

 

 

 

  ＜工事実施制限の期間短縮願＞ 

氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその 【同時に提出される設置届出書(若しくは変更届出書)の記載内容と照合。】
代表者の氏名 
「工場又は事業場の名称」 
「工場又は事業場の所在地」 
「特定施設の種類」

「届出工事着手予定年月日」 【同時に提出される設置届出書(若しくは変更届出書)別紙１の記載内容と照合。】
「届出工事完成予定年月日」 
「届出使用開始予定年月日」

「工事着手希望年月日」 実際に工事の着手を希望する年月日を記入。

「短縮後工事完成予定年月日」 上記の「工事着手希望年月日」に着手できたと仮定した場合の完成予定年
月日を記入。

「使用開始年月日」 上記の「短縮後工事完成予定年月日」に完成したと仮定した場合の使用開
始予定年月日を記入。

「期間短縮を必要とする理由」 期間短縮を必要とする理由を記入。
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氏名等変更届出書、使用廃止届出書、承継届出書　審査表 

記載事項 審査 記入上の注意

氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその 【設置届出書(若しくは直近の氏名等変更届出書等)の記載内容と照合。】 
代表者の氏名 （法人の場合）届出者に代表権があるか。ない場合には委任状を添付。

委任状 （法人の場合）届出者に代表権がない場合に添付。

 
 
  ＜氏名等変更届出書＞ 

「変更の内容」 変更前後の内容を記入。

「変更年月日」 変更が生じた年月日を記入。

「変更の理由」 変更が生じた理由を記入。

 
 
   ＜使用廃止届出書＞ 

「工場又は事業場の名称」 【設置届出書(若しくは直近の氏名等変更届出書等)の記載内容と照合。】
「工場又は事業場の所在地」 
「特定施設の種類」

「特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置場所」 【設置届出書(若しくは直近の変更届出書)別紙２の記載内容と照合。】 
必要に応じて図面を添付。

「使用廃止の年月日」 使用を廃止した年月日を記入。

「使用廃止の理由」 使用を廃止した理由を記入。

 
                                                        
   ＜承継届出書＞ 

「工場又は事業場の名称」（※） 【設置届出書(若しくは直近の氏名等変更届出書等)の記載内容と照合。】
「工場又は事業場の所在地」 
「特定施設の種類」

「特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置場所」 【設置届出書(若しくは直近の変更届出書)別紙２の記載内容と照合。】 
必要に応じて図面を添付。

「承継の年月日」 承継が発生した年月日を記入。

「被承継者」 【設置届出書(若しくは直近の氏名等変更届出書)の記載内容と照合。】

「承継の原因」 承継が発生した理由を記入。

「参考　被承継工場又は事業場の名称」（※） 【設置届出書(若しくは直近の氏名等変更届出書等)の記載内容と照合。】

　※　承継に伴い工場又は事業場の名称が変わる場合には、「工場又は事業場の名称」欄に変更後の名称、「参考　被承継工場又は事業場の
　　名称」欄に変更前の名称を記載することで氏名等変更届に替えることができる。 
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構造、設備及び使用の方法に関する基準及び定期点検の方法適合状況審査表（新設） 

 

 

 構造基準 定期点検方法             特記事項 

設備名等 適合状況 基準適合状況 （同等以上の効果を有する措置の内容等を記載）

1 床面及び周囲

2 施設本体

3-1 地上配管

3-2 地下配管

4 排水溝等

5 地下貯蔵施設

6 使用の方法

 

 

１　床面及び周囲（新設）

構造及び設備に関する基準 適合状況

A基準 第八条の三　（略）次の各号のいずれかに適合するものであることとする。ただし、施設

本体が設置される床の下の構造が、床面からの有害物質を含む水の漏えいを目視により

容易に確認できるものである場合にあつては、この限りでない。  

一　次のいずれにも適合すること。  

イ 床面は、コンクリート、タイルその他の不浸透性を有する材料による構造とし、

有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を

有する材質で被覆が施されていること。  

ロ 防液堤、側溝、ためます若しくはステンレス鋼の受皿又はこれらと同等以上の機

能を有する装置（以下「防液堤等」という。）が設置されていること。 

二　前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
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３－１　施設本体に付帯する配管等（地上配管）（新設）

構造及び設備に関する基準 適合状況

A基準 第八条の四　（略）次の各号のいずれかに適合するものであることとする。  

一　配管等を地上に設置する場合は、次のイ又はロのいずれかに適合すること。  

イ　次のいずれにも適合すること。  

(1) 有害物質を含む水の漏えいの防止に必要な強度を有すること。  

(2) 有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。  

(3) 配管等の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。ただ

し、配管等が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつ

ては、この限りでない。 

ロ　有害物質を含む水の漏えいが目視により容易に確認できるように床面から離して

設置されていること。  

 

 

３－２　施設本体に付帯する配管等（地下配管）（新設）

構造及び設備に関する基準 適合状況

A基準 第八条の四　（略）次の各号のいずれかに適合するものであることとする。  

二　配管等を地下に設置する場合は、次のいずれかに適合すること。  

イ　次のいずれにも適合すること。  

(1) トレンチの中に設置されていること。  

(2) (1)のトレンチの底面及び側面は、コンクリート、タイルその他の不浸透性を

有する材料によることとし、底面の表面は、有害物質を含む水の種類又は性状に

応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されている

こと。 

ロ　次のいずれにも適合すること。  

(1) 有害物質を含む水の漏えいの防止に必要な強度を有すること。  

(2) 有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。  

(3) 配管等の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。ただ

し、配管等が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつ

ては、この限りでない。 

ハ　イ又はロに掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

 

４　排水溝等（新設）

構造及び設備に関する基準 適合状況

A基準 第八条の五　（略）次の各号のいずれかに適合するものであることとする。  

一　次のいずれにも適合すること。  

イ　有害物質を含む水の地下への浸透の防止に必要な強度を有すること。  

ロ　有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。  

ハ　排水溝等の表面は、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐

薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。 

二　前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
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５　地下貯蔵施設（新設）

構造及び設備に関する基準 適合状況

A基準 第八条の六　（略）次の各号のいずれかに適合するものであることとする。  

一　次のいずれにも適合すること。  

イ　タンク室内に設置されていること、二重殻構造であることその他有害物質を含む

水の漏えい等を防止する措置を講じた構造及び材質であること。 

ロ　地下貯蔵施設の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。た

だし、地下貯蔵施設が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合

にあつては、この限りでない。 

ハ　地下貯蔵施設の内部の有害物質を含む水の量を表示する装置を設置することその

他の有害物質を含む水の量を確認できる措置が講じられていること。 

二　前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 

 

６　使用の方法（新設）

使用の方法に関する基準 適合状況

A基準 第八条の七　（略）次の各号のいずれにも適合することとする。  

一　次のいずれにも適合すること。  

イ　有害物質を含む水の受入れ、移替え及び分配その他の有害物質を含む水を扱う作

業は、有害物質を含む水が飛散し、流出し、又は地下に浸透しない方法で行うこ

と。 

ロ　有害物質を含む水の補給状況及び設備の作動状況の確認その他の施設の運転を適

切に行うために必要な措置を講ずること。 

ハ　有害物質を含む水が漏えいした場合には、直ちに漏えいを防止する措置を講ずる

とともに、当該漏えいした有害物質を含む水を回収し、再利用するか、又は生活環

境保全上支障のないよう適切に処理すること。

二　前号に掲げる使用の方法並びに使用の方法に関する点検の方法及び回数を定めた管

理要領が明確に定められていること。
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構造、設備及び使用の方法に関する基準及び定期点検の方法適合状況審査表（既設） 

 

 構造基準 定期点検方法 特記事項 

設備名等 適合状況 基準適合状況 （同等以上の効果を有する措置の内容等を記載）

1 床面及び周囲 （ Ａ ・ Ｂ ）

2 施設本体

3-1 地上配管 （ Ａ ・ Ｂ ）

3-2 地下配管 （ Ａ ・ Ｂ ）

4 排水溝等 （ Ａ ・ Ｂ ）

5 地下貯蔵施設 （ Ａ ・ Ｂ ）

6 使用の方法 （ Ａ ・ Ｂ ）

 

１　床面及び周囲（既設）

構造及び設備に関する基準 適合状況

A基準 第八条の三　（略）次の各号のいずれかに適合するものであることとする。ただし、施設

本体が設置される床の下の構造が、床面からの有害物質を含む水の漏えいを目視により

容易に確認できるものである場合にあつては、この限りでない。  

一　次のいずれにも適合すること。  

イ 床面は、コンクリート、タイルその他の不浸透性を有する材料による構造とし、

有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を

有する材質で被覆が施されていること。  

ロ 防液堤、側溝、ためます若しくはステンレス鋼の受皿又はこれらと同等以上の機

能を有する装置（以下「防液堤等」という。）が設置されていること。 

二　前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

B基準 省令附則第三条　（略）新規則第八条の三に定める基準に適合しないものに係る基準につ

いては、同条の規定は、当該床面及び周囲が次の各号のいずれかに適合している場合に

限り、適用しない。 

一　次のいずれにも適合すること。  
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イ　施設本体が床面に接して設置され、かつ、施設本体の下部に点検可能な空間がな

く、施設本体の接する床面が新規則第八条の三第一号イの基準に適合しない場合で

あつて、施設本体の下部以外の床面及び周囲について新規則第八条の三に規定する

基準に適合すること。  

ロ　施設本体からの有害物質を含む水の漏えい等を確認するため、漏えい等を検知す

るための装置を適切に配置すること又はこれと同等以上の措置が講じられているこ

と。 

二　施設本体が、有害物質を含む水の漏えいを目視により確認できるよう床面から離し

て設置され、かつ、施設本体の下部の床面が新規則第八条の三第一号イの基準に適合

しない場合であつて、施設本体の下部以外の床面及び周囲について新規則第八条の三

に規定する基準に適合すること。

 

 

３－１　施設本体に付帯する配管等（地上配管）（既設）

構造及び設備に関する基準 適合状況

A基準 第八条の四　（略）次の各号のいずれかに適合するものであることとする。  

一　配管等を地上に設置する場合は、次のイ又はロのいずれかに適合すること。  

イ　次のいずれにも適合すること。  

(1) 有害物質を含む水の漏えいの防止に必要な強度を有すること。  

(2) 有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。  

(3) 配管等の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。ただ

し、配管等が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつ

ては、この限りでない。 

ロ　有害物質を含む水の漏えいが目視により容易に確認できるように床面から離して

設置されていること。  

B基準 省令附則第四条　（略）新規則第八条の四に定める基準に適合しないものに係る基準につ

いては、同条の規定は、当該配管等が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、

適用しない。  

一　配管等を地上に設置する場合は、有害物質を含む水の漏えいを目視により確認でき

るように設置されていること。

 

 

３－２　施設本体に付帯する配管等（地下配管）（既設）

構造及び設備に関する基準 適合状況

A基準 第八条の四　（略）次の各号のいずれかに適合するものであることとする。  

二　配管等を地下に設置する場合は、次のいずれかに適合すること。  

イ　次のいずれにも適合すること。  

(1) トレンチの中に設置されていること。  

(2) (1)のトレンチの底面及び側面は、コンクリート、タイルその他の不浸透性を

有する材料によることとし、底面の表面は、有害物質を含む水の種類又は性状に

応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されている

こと。 
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ロ　次のいずれにも適合すること。  

(1) 有害物質を含む水の漏えいの防止に必要な強度を有すること。  

(2) 有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。  

(3) 配管等の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。ただ

し、配管等が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつ

ては、この限りでない。 

ハ　イ又はロに掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

B基準 省令附則第四条　（略）新規則第八条の四に定める基準に適合しないものに係る基準につ

いては、同条の規定は、当該配管等が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、

適用しない。 

二　配管等を地下に設置する場合は、有害物質を含む水の漏えい等を確認するため、次

のいずれかに適合すること。 

イ　トレンチの中に設置されていること。  

ロ　配管等からの有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置又は配管等にお

ける有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することそ

の他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられていること。  

ハ　イ又はロと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 

 

 

４　排水溝等（既設）

構造及び設備に関する基準 適合状況

A基準 第八条の五　（略）次の各号のいずれかに適合するものであることとする。  

一　次のいずれにも適合すること。  

イ　有害物質を含む水の地下への浸透の防止に必要な強度を有すること。  

ロ　有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。  

ハ　排水溝等の表面は、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐

薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。 

二　前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

B基準 省令附則第五条　（略）新規則第八条の五に定める基準に適合しないものに係る基準につ

いては、同条の規定は、当該排水溝等が次の各号のいずれかに適合している場合に限

り、適用しない。  

一　排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透を検知するための装置又は排水溝

等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置するこ

とその他の有害物質を含む水の地下への浸透を確認できる措置が講じられているこ

と。

二　前号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
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５　地下貯蔵施設（既設）

構造及び設備に関する基準 適合状況

A基準 第八条の六　（略）次の各号のいずれかに適合するものであることとする。  

一　次のいずれにも適合すること。  

イ　タンク室内に設置されていること、二重殻構造であることその他有害物質を含む

水の漏えい等を防止する措置を講じた構造及び材質であること。 

ロ　地下貯蔵施設の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。た

だし、地下貯蔵施設が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合

にあつては、この限りでない。 

ハ　地下貯蔵施設の内部の有害物質を含む水の量を表示する装置を設置することその

他の有害物質を含む水の量を確認できる措置が講じられていること。 

二　前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 

B基準 省令附則第六条　（略）新規則第八条の六に定める基準に適合しないものに係る基準につ

いては、同条の規定は、当該地下貯蔵施設が次の各号のいずれかに適合している場合に

限り、適用しない。 

一　次のいずれにも適合すること。 

イ　新規則第八条の六第一号ハに適合すること。 

ロ　地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置又は地下

貯蔵施設における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配

置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられてい

ること。 

二　次のいずれにも適合すること。  

イ　新規則第八条の六第一号ハに適合すること。 

ロ　有害物質を含む水の漏えい等を防止するため、内部にコーティングが行われてい

ること。

三　前二号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 

 

 

６　使用の方法（既設）

使用の方法に関する基準 適合状況

A基準 第八条の七　（略）次の各号のいずれにも適合することとする。  

B基準 一　次のいずれにも適合すること。  

イ　有害物質を含む水の受入れ、移替え及び分配その他の有害物質を含む水を扱う作

業は、有害物質を含む水が飛散し、流出し、又は地下に浸透しない方法で行うこ

と。 

ロ　有害物質を含む水の補給状況及び設備の作動状況の確認その他の施設の運転を適

切に行うために必要な措置を講ずること。 

ハ　有害物質を含む水が漏えいした場合には、直ちに漏えいを防止する措置を講ずる

とともに、当該漏えいした有害物質を含む水を回収し、再利用するか、又は生活環

境保全上支障のないよう適切に処理すること。

二　前号に掲げる使用の方法並びに使用の方法に関する点検の方法及び回数を定めた管

理要領が明確に定められていること。
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様　式（参考） 

事故時の措置届出書 

年　　　月　　　日 
 
宮崎県知事　　　　　　殿 
                                                        氏名又は名称及び住所並びに法 
 
                                                        人にあってはその代表者の氏名 
 
 
 
                                              届　出　者                               
 
 
　水質汚濁防止法第14条の２第１項、第２項又は第３項（みやざき県民の住みよい環境の保全等に関
する条例第61条）の規定により、事故時の措置について、次のとおり届け出ます。

工場又は事業場の名称

工場又は事業場の所在地

特定施設の種類（特定事業場に該当する場合）

事故発生の日時

事故発生の場所

 
事故発生の原因

流出した有害物質 
又は油の種類、量 
（法の場合）

流出した物質の種
類、量 
（条例の場合）

 
周 辺 の 状 況

 
汚染の拡大予測

 
 
 
講じた措置の内容

　備考１　様式については、上記の内容が記載してあれば、この限りではありません。 
　　　２　必要に応じ図面、写真等を添付してください。
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(4) 排水量の算定方法 

 

　　日間平均排水量の算定は、次のいずれかの方法によって行う。 

　　①　正常に操業している時点において１日１回、週３日以上操業状態が異なる時期を含むようにして

　　　流量測定を行い、次式により求めた量を１日当たりの平均的な排出水の量とする。 

　　　　なお、季節的に大幅に排出量が変動する場合は、通常の操業時期を対象とする。 

 

                  ｑ1ｔ1＋ｑ2ｔ2＋…ｑnｔn 
          Ｑ＝
                            ｎ 

 

      Ｑ  ：１日当たりの平均的排出水の量（ｍ3／日） 

      ｑn  ：実測流量（ｍ3／秒） 

      ｔn  ：ｑnの測定を行った日の実質操業時間（秒） 

      ｎ  ：測定回数 

 

　　②　年間を通じてほぼ恒常的な操業を行い、かつ、使用水が水道水のみによる場合は、次式によるこ

　　　とができる。 

 

                  ＱＴ－Ｑｏ 
          Ｑ＝
                      ｎ 

 

      ＱＴ  ：１ヶ月間の水道使用量 

      Ｑｏ  ：製造工程等で明らかに消費される水量（実測若しくは、生産量によって明らかに消費水量

　　　　　　　が把握できる場合に限る。） 

      ｎ    ：１ヶ月間の操業日数 
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(5) 汚水処理方法 

 

      工場排水処理の分類 
 
                                                        生産工法を変える 
 
                                                        製造設備の改良 
              ア　排出する汚濁物量を減らし、処理の容易 
                                                        排 水 の 分 離 
                  な状態に変える。 
                                                        排水の均等化 
 
                                                        副産物の回収 
 
                                中　　　　　　　　和  ｛ｐ Ｈ 調 整 
 
                                                        凝　　　　集    化学処理 
 
                                浮 遊 物 質 の 除 去    吸　　　　着 
 
                                コロイド性物質の除去    浮 上 分 離 
                                                                        物理処理 
                                                        ろ　　　　過 
              イ　排 水 処 理 
                                                        生 物 酸 化 
                                                                        生物処理 
                                                        生 物 還 元 
 
                                                        吸　　　　着 
 
                                溶解性有機物の除去    化 学 酸 化 
                                                                        化学処理 
                                溶解性無機物の除去    化 学 還 元 
 
                                                        イ オ ン 交 換 
 
                                                        抽　　　　出 
                                                                        物理処理 
                                                        脱　　　　気 
 
                                                        燃 焼 、 焼 却｝  化学処理 
                                酸　　化　　処　　理 
                                                        生 物 酸 化 
                                                                        生物処理 
                                還　　元　　処　　理  ｛生 物 還 元 
 
                                                        凝　　　　集｝  化学処理 
 
              ウ　汚 泥 処 理                            沈   で   ん 
                                濃　　　　　　　　縮 
                                                        遠 心 分 離    物理処理 
 
                                                        ろ　　　　過 
 
                                埋　　　　　　　　立 
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(6) 県内の分析機関 

 

      計量法第１０７条に基づく水質分析関係登録事業場一覧表 

登録番号 名　　　　　称 事業所の所在地 ＴＥＬ

 (株)東洋環境分析センター   
環計第１号  宮崎市田代町100番地 0985-24-1122 

  宮崎事業所

  〃　３ (公財)宮崎県環境科学協会 宮崎市大字田吉6258番地20 0985-51-2077

 (株)東洋検査センター   
  〃　10  延岡市旭町７丁目4319番地 0982-22-5312

　延岡事業所

  〃　16 西日本環境技研(株) 小林市東方3771-3 0984-23-4562

    
  〃　17 (株)アクア分析センター 都城市下川東２丁目13-12 0986-26-6114

  〃　20 (株)南日本環境センター 延岡市小野町4138番地1 0982-22-3311

 

　（注）登録番号は、濃度の計量証明に係る登録番号を示す。 
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(7) 届出書提出先及び問い合わせ先一覧 

工場または事業場の所在地   提出先、郵便番号、住所、電話番号

国富町、綾町      中央保健所　衛生環境課　衛生環境担当 

〒880-0032　宮崎市霧島１丁目１の２      　 0985-28-2111 

日南市、串間市    日南保健所　衛生環境課　環境対策担当 

〒889-2536  日南市吾田西１丁目５の10       0987-23-3141 

都城市、三股町    都城保健所　衛生環境課　環境対策担当 

〒885-0012  都城市上川東３丁目14の３       0986-23-4504 

小林市、えびの市、高原町 小林保健所　衛生環境課　環境対策担当 

                  〒886-0003  小林市大字堤字金鳥居3020の13   0984-23-3118 

西都市、高鍋町、新富町、木城町、 高鍋保健所　衛生環境課　環境対策担当 

川南町、都農町、西米良村 〒884-0004  児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120の１ 0983-22-1330 

日向市、門川町、美郷町、諸塚村、 日向保健所　衛生環境課　環境対策担当 

椎葉村                〒883-0041  日向市北町２丁目16　           0982-52-5101 

延岡市            延岡保健所　衛生環境課　環境対策担当 

〒882-0803  延岡市大貫１丁目2840           0982-33-5373 

高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町      高千穂保健所　衛生環境課　衛生環境担当 

     〒882-1101　西臼杵郡高千穂町大字三田井1086の１          

                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0982-72-2168

  ※　工場又は事業場の所在地が宮崎市内の場合は、宮崎市環境指導課環境対策係（電話0985-21-1763） 

　　あてお問い合わせください。
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